




計画の策定にあたって

　このたび、平成２３年度を初年度とし多古町が今後１０年間に展
開すべき行政運営の指針を定める多古町総合計画を策定いたし
ました。
　本町では、これまで「豊かな自然と歴史が育む田園文化都市：

たこまち」をめざし、良好な住環境と文化的環境の整った住みよいまちづくりに取り組
んでまいりました。
　現在、国や地方における財政状況が悪化するなか、地方自治体を取り巻く情勢は、少
子高齢社会への対応や安心・安全のまちづくり、新しい産業構造への転換等取り組まな
ければならない課題が山積していることに加え、物質的な豊かさから心の豊かさが求
められる時代へと変化しており、行政が果たす役割も大きく変わってきております。
　今回、計画の策定にあたっては総合計画が単に行政の計画ではなく、より質の高い町
民生活を実現していくための計画となるよう、公募によるまちづくりワークショップ
やまちづくり懇談会の開催等、策定段階から町民の参加・協働による計画づくりを進め
てまいりました。さらに、より実現性の高い計画となるよう成果指標を定めるととも
に、行政と町民が力を合せ協働のまちづくりに取り組むため、町民に参加ご協力いただ
くことも計画に盛り込ませていただきました。
　本計画では、本町が長い歴史のなかで培ってきた自然との調和、人と人との調和、農
工商等の産業の調和を保ちながら町民が一体となって潤いと活気に満ちたまちづくり
に取り組むため

「人・文化・自然　みんなでつくる　潤いのまち　多古」
を将来像に掲げるとともに、その実現に向けて最大限の努力をしてまいる所存でござ
います。
　本町の美しい田園風景や歴史、文化は多くの先人たちが守り育て築き上げてきたも
ので、今も私たちに豊かな実りをもたらしています。
　この貴重な財産をさらに大きなものに育て、末永く後世に引き継いでいくことは私
たちに課せられた使命であります。
　子どもたちの明るい声やお年寄りの笑い声が地域に響き渡るような潤いと活気に満
ちた多古町にしたいと考えております。
　おわりに、本計画の策定にあたりご協力いただきました町民の皆様に心より感謝を
申し上げます。

平成２３年３月

多古町長　菅 澤 英 毅
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第１節　計画策定の趣旨
　本町は、平成１３年に「豊かな自然と歴史が育む田園文化都市：たこまち」を将来像に掲げた
「多古町総合計画」を策定し、本町固有の「豊かな自然と歴史」を資源としながら、良好な居
住環境と文化的環境の整った住み良いまちづくりを、町民と一緒に進めてまいりました。
　地方自治体を取り巻く情勢は、地方分権の進展や少子高齢化による人口減少、地球規模での
環境問題の顕在化、情報通信技術の目覚ましい発達、国や地方における財政の悪化等、大きく
変化しています。これらに伴い、まちづくりや行政に対するニーズも多様化しています。
　このような中で、自治体運営においては、行政のスリム化や効率化、生産性の向上、住民と
行政との協働が大きなテーマとなっています。
　そして、地方自治体の創意工夫による責任あるまちづくりを進め、自主・自立を基本とする
新たな行財政運営への転換が必要です。
　このような変化の早い時代に対応し、持続的に質の高いまちづくりを進めるため、町民の協
力のもと、町民と町が目標を共有する新しい「多古町総合計画」を策定しました。

第２節　計画の構成と期間
　本計画は、「基本構想」「基本計画」および「実施計画」により構成されます。それぞれの役割
や計画期間は次のとおりです。

《多古町総合計画の構成》

第第１１章章
多古町総合計画のしく多古町総合計画のしくみみ
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第１章

多古町総合計画のしくみ

３

１．基本構想
　目標年次までの展望と課題を踏まえ、まちづくりの「基本理念」と目指す「将来像」を明
確にし、これを実現するための大綱を定めたものです。
　計画期間は、平成２３年度（２０１１年）から平成３２年度（２０２０年）までの１０年間です。

２．基本計画
　基本構想を受けて、その目的を達成するための施策を部門別に体系化し、具体的内容を示
したものです。
　計画期間は５か年とし、前期基本計画と後期基本計画に分け、前期基本計画は目標年次を
平成２７年度（２０１５年）とします。

３．実施計画
　基本計画に基づき、個別施策・事業の実施について年次ごとに位置付けるもので、政策的
予算編成の基礎となるものです。
　計画期間は３か年とし、前期基本計画、後期基本計画の期間内にそれぞれ１回ずつ見直し
ます。

《多古町総合計画の計画期間》

323130292827262524H23

基　　本　　構　　想

基本計画（後期）基本計画（前期）

実施計画実施計画

実施計画実施計画
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第１節　町のすがた
　本町は、千葉県の北東部に位置し、都心へは約７０㎞、千葉市へは４２㎞、成田市へは１７㎞の距
離にあります。
　町の北西は成田市、北東は香取市、南東は匝瑳市、横芝光町、南西は芝山町となっています。
　町中央部を南北に流れる栗山川の流域は、平地で水田地帯が広がり、北部及び東部は、台地
で畑地帯となっており、その境の斜面は山林となっています。
　地名の由来の一説として、かつて海底が隆起して陸地となり、多くの湖ができたことから「多
湖（多古）」という地名になったともいわれている本町は、栗山川の豊かな水と田園風景、丘
陵地の色とりどりの緑によって、自然あふれる美しい町となっています。

第２節　人　　口

１．総人口の推移
　総人口は平成７年に１８，２０１人とピークを迎えたのち減少に転じ、平成２２年では１６，００６人と
なり、ピーク時に比べ２，１９５人減少しています。
　人口減少数は、平成７年から１２年では５９８人、平成１２年から１７年では６５３人、平成１７年から
２２年では９４４人と、減少の速度が速まっています。

《総人口の推移》
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計 画 の 背計 画 の 背 景景

出典：国勢調査（１０月１日）
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２．人口構成の推移
　町の人口構成を、年少人口（０～１４歳）、生産年齢人口（１５～６４歳）、老年人口（６５歳以上）
に分け、その比率をみると、年少人口比率は昭和６０年では１８．５％でしたが、平成２２年には
１０．６％まで落ち込んでいます。生産年齢人口比率は、昭和６０年は６５．２％でしたが、平成２２年
では５９．８％と６割を切っています。老年人口比率は昭和６０年では１６．３％でしたが、２２年には
２９．６％と、老年人口が３割を占めるまでになっています。
　平成２年時点で、老年人口比率と年少人口比率は逆転し、その後１０年間は、老年人口比率
は上昇を続けており、高齢化は一層進んでいます。

《人口構成の推移》
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出典：国勢調査（１０月１日、平成２２年は住民基本台帳（４月１日））
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３．世帯数の推移
　世帯数は増加しており、昭和６０年から平成２２年の２５年間に９３１世帯増加しましたが、１世帯
当たりの人員は減少しており、昭和６０年の４．２人から平成２２年には３．１人となりました。千葉
県と比較すると、１世帯当たりの人員は多いものの、その差は縮小しています。
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《世帯数の推移》
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出典：国勢調査（１０月１日）

出典：国勢調査（１０月１日）
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４．世帯類型の変化
　世帯類型別に世帯の状況をみると、「核家族世帯」は全国、千葉県と比較して少ない地域で
すが、「単独世帯（一人暮らし世帯）」の割合は増加しています。特に、「６５歳以上の高齢単身
者世帯」や「高齢夫婦世帯の割合」など、高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世帯が増加傾
向にあり、今後も増加するとみられます。

《世帯類型別にみた割合（全国、千葉県との比較）》

核家族世帯の割合

全国
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多古町
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65歳以上の高齢単身者世帯の割合
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高齢夫婦世帯の割合(夫65歳以上妻60歳以上)
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58.4 57.9
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0.0

10.0
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多古町

全国
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27.6
29.5

25.5
26.9

14.4

19.1

出典：国勢調査



８

第３節　産　　業

１．就業構造
　町内で就業する就業者（１５歳以上）の産業３分類別の構成比をみると、第１次産業が減少
して、第３次産業が増加、第２次産業はほぼ横ばいという傾向にありますが、平成１２年から
１７年にかけて、わずかですが第１次産業比率が上昇し、第２次、第３次産業が減少していま
す。これは、生産年齢人口の減少と高齢化率の上昇の影響によるものと考えられます。

２．従業・通学者数
　本町に住む従業者、通学者のうち、他市町村へ通勤、通学する人の割合は約半数で、平成
７年以降横ばいです。主な通勤先は成田市、主な通学先は匝瑳市となっています。

《産業３分類別就業者構成比》

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和60年

平成2年

7年

12年

17年

37.4

29.1

23.8

22.0

22.9

17.5

22.0

21.0

21.2

20.8

45.1

48.8

55.2

56.7

56.1

第1次産業 第2次産業 第3次産業

《通勤・通学者数の推移》

0
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9,986
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総数
他市町計

香取市

成田市

東京都

匝瑳市

横芝光町

芝山町

多古町
流入：4,232
（内学生：296）
流出：4,482
（内学生：535）

399399
（内学生：53）（内学生：53）578578

（内学生：72）（内学生：72）

1,8001,800
（内学生：81）（内学生：81）2727

（内学生：0）（内学生：0）

136136
（内学生：38）（内学生：38）

693693
（内学生：46）（内学生：46）

420420
（内学生：108）（内学生：108）

718718
（内学生：65）（内学生：65）

106106
（内学生：14）（内学生：14）

381381
（内学生：36）（内学生：36）

287287
（内学生：0）（内学生：0）

166166
（内学生：8）（内学生：8）

399
（内学生：53）578

（内学生：72）

1,800
（内学生：81）27

（内学生：0）

136
（内学生：38）

693
（内学生：46）

420
（内学生：108）

718
（内学生：65）

106
（内学生：14）

381
（内学生：36）

287
（内学生：0）

166
（内学生：8）

《通勤、通学先　平成１７年》

出典：国勢調査

出典：国勢調査
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第１節　本町を取り巻く時代潮流
　まちづくりの課題は、地域を取り巻く時代の潮流に伴って大きく変化しており、これらに対
応した新しい視点が求められています。
　まちづくりを行う上で注視すべき時代の潮流は、次のとおりです。

１．人口減少・少子高齢化の進行
　わが国では、世界でも類を見ないスピードで少子高齢化が進行しており、本格的な人口減
少社会を迎えようとしています。人口減少と高齢化は、経済・社会活動の縮小・停滞や、医
療・介護負担等の社会保障負担の増大を招くことが懸念されています。
　これからは、コンパクトで効率的なまちづくり、持続可能・永続的なまちづくりなど、社
会構造の変化に対応したまちづくりの視点が重要になります。

２．安心・安全の重視と追求
　異常気象による台風・集中豪雨や大規模な地震等の自然災害の多発や、地方における犯罪
の増加から、防災・防犯に対する関心とニーズが高まっています。特に、高齢者をターゲッ
トとした犯罪や災害時の一人暮らしの高齢者への対応等、高齢化の進展に伴った安心・安全
の確保は急務となっています。
　「地域の安心・安全は地域で守る」という考え方から、地域住民の自発的な助け合いのな
かで安心・安全を確保することが求められます。

３．価値観の多様化
　社会の成熟化に伴い、価値観は「物質的な豊かさ」に加えて、「精神的な豊かさ」や「生活
の質の向上」を重視する傾向が強まっています。価値観の多様化は個性の重視にもつながり、
趣味・嗜好に限らず結婚観や就労形態等、ライフスタイル全般に及んでいます。
　このような価値観の多様化は、行政ニーズの複雑化・多様化につながる一方で、ボランティ
ア活動や※NPO活動への参加を通じて、まちづくりに参加したいという協働へのニーズにも
つながっています。

４．地球環境の保全と循環型社会への移行
　急速な経済発展は、私たちの暮らしを豊かにしましたが、一方、この豊かさの背景にある
大量生産・大量消費・大量廃棄型の産業活動やライフスタイルは、地球温暖化や生物多様性
の減少等、地球規模での環境破壊を引き起こしました。
　これからの時代は、これらの反省に立ち、自然環境に優しいライフスタイルや経済活動を
実現しながら資源循環型社会の構築に取り組み、持続可能なまちづくりを目指す必要があり
ます。

第第３３章章
これからのまちづくりを考えこれからのまちづくりを考えるる

※ＮＰＯ　福祉やまちづくりなどの特定のテーマについて、市民主体の自由な社会貢献活動を行う、営利を目的としない民間団体。
Non Profit Organization。



１０

５．高度情報化・ICTへの対応
　高度情報通信技術の急速な発達により、インターネットや携帯電話は家庭や職場等、社会
全体に普及しています。日常的な意思伝達はもとより、各種機関における手続きの電子化や
物流・医療・福祉・教育等あらゆる分野で活用されており、ICT（Information and 
Communications Technology：情報通信技術）は私たちの生活にとって、なくてはならな
い存在になっています。
　一方、情報化の恩恵は、操作技術の習熟度により格差があるため、希望する町民の誰もが
恩恵を享受できる環境づくりが必要です。その上で、効率的な行政サービスを提供する手段
としてICTを積極的に活用することも求められています。

６．国際化の進展
　近年、国家の枠を超えた経済の結びつきの強まりにより、人・もの・お金・情報の流れは、
世界的な規模で展開され、地域経済にまで世界経済の影響が及ぶようになっています。
　国際化の進展に伴い、国内外の外国人との交流あるいは企業活動等を通じて、外国との関
わりが増えてきた状況に対応するために、まちづくりや企業活動及び次代を担う子どもたち
の教育にも、国際的な視点を持って臨む必要があります。

７．地方分権の進展と新しい公共への転換
　地方分権の進展により、地方自治体は、これまで以上に地域の実情や町民ニーズを的確に
反映させた自立性の高い行財政運営が求められています。一方、町民ニーズは高度化・多様
化しており、町民の満足度の高いまちづくりを目指すには、行政だけで対応することが困難
になっています。
　このような状況に対応するためには、町民と行政がまちづくりを共に考え、信頼と相互理
解を深めるとともに、町民の主体的なまちづくり活動を行政が支援していくなど、町民と行
政が協力し、補い合っていく必要があります。
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第２節　新しいまちづくりに向けた町民の期待
　新しいまちづくりに向けた町民の期待と提案について、町民アンケート調査結果、まちづく
りワークショップ、まちづくり懇談会での検討結果から、主な意見をまとめました。

１．生活環境の満足度
　「住まいの日当りや風とおし」や「自然の景観」など、自然環境について満足度は高いも
のの、「公共交通の便」や「職業を得る場所として」において不満が高く、移動や買い物等の
「生活の利便性の向上」や、就労環境、医療、福祉等の「生活の安心の確保」が求められて
います。
　※ワークショップやまちづくり懇談会では、車の運転ができないと移動手段がないことや
空港へのアクセス道路の整備が不十分であることが課題としてあげられました。また、豊か
な自然は人の手をかけていかないと守れないことが指摘されています。

《生活環境の満足度》

-150 -100 -50 0 50 100 150
住まいの日当たりや風とおしについて
自然の景観について
山、林や田畑などの自然環境について
寺社等の歴史的な文化・景観について
空気や川の水のきれいさについて
近所づきあいや地域の連帯について
し尿の収集、処理について
騒音、振動などの静かさについて
ごみの収集、処理について
小中学校の教育や教育環境について
火災に対する安全性について
特色ある家屋や集落環境について
祭りや盆踊りなどの地域の行事について
子どもを育てる場所としては
山崩れなどの自然災害対策について
文化活動を支える機能や体制について
スポーツ活動等を支える機能や体制について
道路交通の安全性について
子育て支援のための機能や体制について
高齢者や障害者の生活の場としては
障害者を支える福祉機能や体制について
排水路の整備、水はけの良さについて
集落内の町道の整備について
高齢者を支える福祉機能や体制について
国・県道などの幹線道路の整備について
広場や公園、子どもの遊び場について
商店などの買物の便の良さについて
医療施設や救急医療体制について
職業を得る場所としては
公共交通の便について

満　足

不　満

110.4
85.0
74.9
73.5
63.3
57.5
55.3
51.8

40.6
33.2
30.4
23.6
20.0
17.5

0.9
-4.0

-11.7
-12.0

-31.8
-33.7
-35.0
-39.0
-41.3
-42.0
-42.2

-56.9
-63.3
-64.1

-113.1
-119.3

※ワークショップ　問題解決のために、さまざまな立場の人が集まり、自由に意見を出し合い、互いの考えを尊重しながら、意見
や提案をまとめ上げていく場。



１２

２．充実が期待される施策
　交流拠点（道の駅多古等）については満足度が高く、町民の評価は高いと推測されます。一
方、保健・医療や高齢者福祉、歩道の整備、公共交通では不満も重要度も高くなっており、
これらの施策において今後重点的に取り組むことが期待されています。
　特に、保健・医療の重要度が高くなっていますが、ワークショップやまちづくり懇談会で
は、在宅介護が老老介護（高齢者が高齢者を介護する）となっていること、高齢者が若者と
疎遠になり孤独になりがちであることや、国保多古中央病院の存続が不安であるなど、健康
や医療に関する課題があげられています。

《町民アンケート調査　重要度と満足度比較》
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防犯
上水道

歩道の整備

公共交通

重
要

満足
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３．将来の姿
　本町の将来の姿として、「豊かな自然環境と人が共存するまち」や「農業を中心に自然の恵
みにあふれるまち」、「住民同士が仲良く健やかに暮らせるまち」になると思う割合が高くなっ
ています。
　一方、「工業が力強く発展するまち」や「国内や海外から人が集まる魅力的なまち」、「商業
や観光がさかんなまち」などは、将来の姿として現実的ではないという回答が多くなってい
ます。
　ワークショップやまちづくり懇談会では、農業の課題として、今までの農業では後継者が
育たないことや営農組織が必要であること、※耕作放棄地が増加していることなどが指摘さ
れています。また、商業の課題として、シャッターの下りている店舗の増加や、中心市街地
に人通りがなくひっそりしていることが指摘されています。

《本町の将来の姿》

-200.0 -100.0 0.0 100.0 200.0

豊かな自然環境と人が共存するまち

農業を中心に自然の恵みにあふれるまち

住民同士が仲良く健やかに暮らせるまち

歴史や地域の文化を大切にするまち

子どもを安心して育てることができるまち

防犯や防犯体制がしっかりしている安全なまち

町民のアイデアが活かされるまち

医療や福祉が充実した長生きできるまち

生活関連施設がととのった生活しやすいまち

商業や観光がさかんなまち

国内や海外から人が集まる魅力的なまち

工業が力強く発展するまち

113.4

96.5

78.0

56.6

43.5

22.4

-15.8

-20.0

-43.0

-103.0

-113.8

-132.1

※指数化････項目ごとの回答割合を用いて以下の計算方法により算出

指数＝(そう思う)×２＋(ややそう思う)×1＋(思わない)×(-２)

そう思わない

そう思う

※耕作放棄地　１年以上作付けせず、今後数年の間に再び耕作する意思のない農地。



１４

４．若い世代の定住
　若い世代が定住していくため必要なこととしては、「企業誘致により働く場を増やす」が最
も割合が高く、「幹線道路や公共交通機関の整備を進め、都市へのアクセス向上を図る」、「農
業の後継者育成を支援する」、「子育て支援や学校教育環境を充実させる」と続いており、雇用
の場の確保が求められています。
　ワークショップやまちづくり懇談会では、若い人は仕事があり、子育てしやすい地域に出
て行く傾向にあることが指摘されています。また、企業誘致を促進するため固定資産税の猶
予をするなどの対策が必要であることが提案されています。

《若い世代が定住していくために必要なこと》

0 10 20 30 40 50 60 70

(%)

57.8

50.4

49.9

45.2

26.5

21.4

13.7

2.5

1.4

2.0

企業誘致により働く場を増やす

幹線道路や公共交通機関の整備を進め、都市への
アクセス向上を図る

農業の後継者育成を支援する

子育て支援や学校教育環境を充実させる

購入・賃貸しやすい住宅や住宅地を整える

多古町の自然環境の素晴らしさを全国にＰＲする

商業やレクリエーション施設を充実させる

その他

わからない

無回答

n=637
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５．高齢者施策で重要なもの
　高齢者施策で重要なものは、「在宅の高齢者・障害者に対する在宅福祉サービス機能の充実」
が最も高く、「老人ホームなどの入所施設サービス機能の充実」、「高齢者の健康診断、スポー
ツなどの健康づくり」、「福祉タクシーなど町内外への移動のための移送サービス」が続いてい
ます。
　本町では、在宅福祉サービスが高い割合を示していることや、移動のための移送サービス
が上位になっているなど、在宅福祉サービスの重要性が特徴となって表れています。
　ワークショップやまちづくり懇談会では、グループホームの整備や介護状態にならないた
めの心身の健康づくりが重要であることが指摘されています。また、高齢者が集まれる場所
が必要であることや高齢者向けに公共交通を見直しすることが課題としてあげられています。

《高齢者施策で重要なもの》

0 5 10 15 20 25 30 35 40
(%)

34.9

34.1

24.5

18.7

16.5

15.7

14.8

13.8

11.3

10.7

6.6

4.4

0.9

1.7

22.8

在宅の高齢者・障害者に対する
在宅福祉サービス機能の充実

福祉タクシーなど町内外への
移動のための移送サービス

助け合って共に生きる温かい地域の形成、
ボランティアの育成

誰もが安全快適にまちに出ることができる
バリアフリー環境の整備

老人ホームなどの入所施設サービス機能の充実

高齢者の健康診断、スポーツなどの健康づくり

誰もが社会参加できる働く場づくり

身近な地域での交流の場づくり

高齢者が共同して暮らすことのできる住宅の整備

高齢者・障害者のための住宅改造の助言・助成

誰もが学び続けることができる生涯学習の推進

学校教育における福祉教育の充実

その他

わからない

無回答

n=637
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６．地域住民のつながりについて
　近所づきあいは、｢何でも相談し、助け合える人がいる｣や、「困ったときには相談し、助け
合える人がいる」など、　助け合える人がいるとする割合は５１．４％と半数を超えています。一
方、「ほとんど近隣とのつきあいがない」は２．８％とわずかです。
　また、町民と町の協働については、「自分たちのまちを住みよくするために、自分から進ん
で協力したい」や、「自分から進んではやらないが、申し込まれれば協力する」など“協力し
たい”は６８．０％と高い割合を示しています。
　地域の横のつながりがしっかりしており、行政との協働にも協力意向が高いとみられる本
町では、今後、行政と町民が協働でまちづくりを進めて行くための基礎ができているといえ
ます。
　ワークショップやまちづくり懇談会では、人材バンクなど町民参加のまちづくりを行うた
めの仕組みづくりが課題としてあげられました。また、意見交換の場の充実や町民参加推進
のための勉強の機会の必要性が指摘されています。

《近所づきあい》

何でも相談し、助け合える人がいる
12.2%

困ったときには相談し、
助け合える人がいる
39.2%

世間話をする
程度の人はいる

33.4%

挨拶をする
程度の人はいる

11.0%

ほとんど近隣との
つきあいがない

2.8%

無回答
1.3%n=637

《町民と町の協働》

自分たちのまちを住みよくするために、
自分から進んで協力したい
16.5%

自分から進んではやらないが、
申し込まれれば協力する
51.5%

あまり関心がないので、
地元の熱心な人にまかせたい

17.9%

できれば協力はしたくない
1.1%

その他
3.3%

わからない
5.5%

無回答
4.2%

n=637
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第３節　新しいまちづくりの課題
　本町を取り巻く時代潮流や町民のニーズと期待等から、本町の新しいまちづくりの課題につ
いてまとめました。

１．都市整備、自然環境分野の課題
■交通基盤の整備
　主要な公共交通機関がバスである本町では、通勤、通学はもとより高齢者の移動手段と
して、バス（公共）交通網の整備は非常に重要です。特に、自分で車を運転できない子ど
もや高齢者にとって、学校や病院、公共施設、買い物等への移動手段の確保は不可欠です。
　さらに、都市へのアクセスとしての交通網整備を連携させることにより、町外への人口
流出を防止するとともに、多様な交流・連携や活発な企業活動の促進等、町の活力を生む
ことが期待されます。

■美しい自然の保全、継承
　本町には美しい景観やおいしい水等、長い歴史のなかで育まれた緑と水の豊かな恵みが
あります。栗山川とその周辺に広がる田園風景や、丘陵地の緑が織り成す風景は、一度
失ってしまうと元には戻せない、かけがえのない財産であり、町民の誇りです。また、道
の駅多古には多くの人が訪れ、自然の景観を楽しんでいます。
　これらを保全し、次代に引き継ぐことは私たち町民の責務です。町民と行政がそれぞれ
高い関心と意識を持って、環境負荷の軽減や自然環境の保全に向けて継続的な活動を続け
ることが必要です。

２．健康福祉分野の課題
■若い世代が安心して子どもを産み育てられる環境づくり
　本町では、年少人口（０～１４歳）の減少が続いており、少子化の進行は、将来的に生産
年齢人口の減少につながり、地域活力の維持が困難になると懸念されています。
　既に人口減少が始まっている本町にとって、子育て支援は、子どもを産み育てやすい環
境づくりだけでなく、若年人口の流出を食い止める施策としても重要な位置づけといえま
す。保育や幼児教育の充実、子育てに関するサービスの充実に加え、地域全体で子育てを
応援する体制をつくるなど、若い世代が地域の支援を受けながら安心して子どもを産み、
育て、働くことができる環境を整えることが非常に重要です。

■高齢者が健康で安心して暮らせる体制の充実
　本町は、基幹産業が農業であることから、高齢者の就業率が県内でも上位で、※要介護認
定率も低く、元気な高齢者の多い町といえます。しかし、町民アンケート調査では、高齢
期の健康面に不安を持つ割合が高く、また、充実を望む高齢者施策では、「在宅福祉サービ
スの充実」が最も望まれています。家族形態においては、現在でも三世代同居の多い町で

※要介護認定率　６５歳以上の高齢者に占める要支援・要介護認定者の割合。
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すが、高齢者のみの世帯や一人暮らしの高齢者世帯の割合は増加傾向にあり、このような
家族形態の変化に合わせた福祉の充実も求められます。
　元気な高齢者の多い町を維持していくため、町民の安心の拠りどころとなっている国保
多古中央病院を維持、存続しながら、すべての町民が住み慣れた地域で互いに支え合い、
心身ともに健康で安心して暮らせるような体制づくりが必要です。

３．教育・文化分野の課題
■子どもを育む教育環境の充実
　本町では、中学校と県立多古高等学校の間での出前授業や部活動交流、また、小・中・
高が連携した教育活動とスポーツ振興・強化に取り組んでいます。また、小中学校の児童
生徒は、祭りや地域活動等を通して積極的にまちづくりに参加しており、「多古の子　町の
子　みんなの子」というスローガンのもと、町全体で子どもたちを育成していこうとする
考え方が定着しています。
　次代を担う子どもたちには、心身の健やかな成長と、国際化と高度情報化の時代に適応
可能な能力や創造性を伸ばす教育が求められます。また、郷土への誇りや愛着心を育む教
育も重要です。子どもたちの明るい笑顔と元気な声は本町の宝です。その宝を、町全体で
育む意識と環境づくりが求められています。

■生涯学習、生涯スポーツの推進と郷土愛の醸成
　先人から引き継がれてきた多古町の歴史と文化は、町の大切な財産であり、誇りでもあ
ります。このような固有の歴史・文化の価値や魅力を町民全員が理解し、誇りに思うこと
で、郷土愛や地域の一体感が醸成されます。
　本町では、コミュニティプラザを拠点として、さまざまな分野の学習活動が活発に行わ
れています。また、野球やゴルフ等のスポーツも、幅広い年齢層において盛んに行われて
いる地域です。しかし、学習活動の拠点となる図書館や、スポーツ振興のための運動施設
の不足も課題となっているなど、施設の充実が求められています。
　文化活動の場や町の歴史を学習できる場、スポーツを通じた健康づくりの機会を充実す
るとともに、これらに参加した町民が、学んだことをまちづくりに活かせるような仕組み
づくりも重要です。

４．産業経済分野の課題
■農業の活性化
　自立したまちづくりを進めていくためには、地域産業の活性化が不可欠です。本町は、
多古米ややまと芋等全国的に有名な農産物の産地であるほか、養豚、酪農等多様な農業が
営まれており、町の基幹産業となっています。しかし、将来を展望すると、高齢化や担い
手不足等から農業の継続が危惧されています。
　今後は、農業経営の法人化等新しい形の農業を検討し、農業を持続的に発展させていく
ことが求められます。また、質の高い農産物のPR強化とともに、食品加工面での工業と、
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販売面での商業と農産物を融合した多様な形態の産業が期待されます。

■成田国際空港と首都圏中央連絡自動車道を活かした産業振興
　本町にある多古工業団地には１１社が立地し、立地率は１００％です。町内には今後、首都圏
中央連絡自動車道（以下「圏央道」という）が整備され、（仮称）多古インターチェンジの
設置も予定されており、成田国際空港に近いことから、圏央道の整備に伴って企業立地の
ニーズが高まることが考えられます。これを好機と捉え、企業を誘致するための用地の確
保も検討する必要があります。
　町民アンケート調査では、「職業を得る場」としての不満が高く、若者の定住促進のため
には、「企業誘致等により働く場を増やす」が最も高くなっており、雇用の場の不足が人口
減少を加速させていると考えられます。圏央道の整備を踏まえた計画的な土地利用を進め、
企業誘致による雇用の場の創出が求められます。

■多様な交流と連携による地域活力の創出
　町全体に広がる里山や農村の景観は、町の宝であるとともに、都市住民にも非常に魅力
的なものとなっています。栗山川周辺や道の駅多古には多くの人が訪れ、本町の景観や農
産物は高く評価されています。このほか、町内には神社仏閣等多くの歴史的文化財も存在
し、これらの地域資源を結び、さらに魅力を高めることが課題となっています。
　本町は、テレビドラマやコマーシャルなどの撮影を受け入れ、映像媒体を通じて町を紹
介しているほか、ラジオ放送等でも町の観光やイベント情報を提供しています。本町の魅
力を発信し、多くの人が訪れるようになることで、町民と都市住民との交流が盛んになり、
町民の生きがいや潤いを創出していくことが可能になります。このような交流の促進には、
町民と行政の協働はもちろん、今後はボランティアやNPOなどの多様な主体が連携して
取り組むことが望まれます。

５．行政運営分野の課題
■町民参加の推進と支え合いの仕組みづくり
　財政状況は厳しさを増す一方、町民ニーズは多様化・高度化しており、今までのように
行政だけで公共サービスを担うことが難しくなってきています。しかし、本町は、農業を
基盤とした地域であることから、互いに協力し、支え合うことが自然に行われています。
町民アンケート調査からは、機会があればまちづくりに協力したいと考えている町民が多
く存在していることが伺えます。
　行財政改革を進め、効率的な行政運営に努めることはもちろん、これからは、地域の横
のつながりを強みとしながら、町民や任意団体、ボランティアだけでなく、本町に在勤の
人や在学の人等、さまざまな町民の力をまちづくりに活かし、町民同士が支え合う仕組み
づくりが必要です。さらに、これらの主体と行政が協働して、行政の対応が難しい領域の
公共サービスを担う新しい公共への取り組みへ発展させることも期待されます。
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■健全・効率的でわかりやすい行財政運営
　限られた財源のもとで取捨選択を行いながら、最良の公共サービスを提供するには、行
財政改革の一層の推進は不可欠であり、そのことは町民も強く望んでいます。また、行政
と町民との協働を進めるうえでも、今まで以上に行財政情報をわかりやすく町民に伝える
とともに、町民と行政が対話する場を充実するなど、町民と行政とのコミュニケーション
を活発化する必要があります。
　そのためには、計画的な行政運営と成果の把握・評価も必要となってきます。今後も想
定される難局を、行政と町民が一丸となって対処していく意識と体制づくりが求められま
す。
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第１節　基本構想の目的
　基本構想は、目標年次までの展望と課題を踏まえ、まちづくりの「基本理念」と目指す「将
来像」を明確にし、これを実現するための大綱を定めたものです。

第２節　構想の目標年次
　計画期間は、平成２３年度（２０１１年）から平成３２年度（２０２０年）までの１０年間です。

第第１１章章
基本構想の位置づ基本構想の位置づけけ



第２編
第２章

まちづくりの目標

２３

第１節　基本理念
　栗山川とその周辺に広がる田園や緑の景観は、町民だけでなく訪れる人の心に残る美しい風
景です。これらの自然は、これまで脈々と営まれてきた農業との深い関わりにより生まれた景
観であり、先人が守り、育て、築き上げてきたものです。
　町が持続的に発展するためには人材育成が不可欠ですが、本町は教育においても歴史のある
町です。江戸時代に創設された中村壇林（日本寺）は、全国から僧侶が集まり学業に励む学校
でした。また、県立多古高等学校は、明治時代に全国で２番目に耕地整理が行われた時に受け
た報奨金を、人づくりにあてようと設立された多古町立農学校が前身となっています。歴史と
伝統を踏まえつつ、時代の変化に柔軟に対応するため、子どもの育成はもちろん、人と人との
ふれあいの中で大人も成長し、これからのまちづくりに主体的に参画していくことが必要です。
　このような先人の築いてきた長い歴史の中で育まれた自然や人、文化を守るだけでなく、さ
らに良いものとして次代に継承することが求められており、これらを大切にする郷土愛の醸成
は普遍的課題です。
　一方、近年は、本町の産業を取り巻く環境は大きく変化しています。基幹産業である農業は、
多古米等のブランド化が進んでいるものの高齢化に伴う担い手不足等の課題を抱え、商業にお
いても、人口減少により中心市街地の賑わいは薄れています。しかし、道の駅多古を中心に観
光客は増加しており、今後は、成田国際空港や圏央道の効果を波及させる施策を行い、町の活
力に結びつけていくことが求められます。
　本町が元来から持ち合わせている自然との調和、人と人との調和、農商工等産業の調和を保
ちながら、豊かで潤いのある生活を実現し、活気ある多古町となるよう、町民と行政が協力し
ていくことが重要です。

　以上のことから次の基本理念を掲げ、まちづくりに取り組みます。

　私たちは、美しい自然と先人の築いてきた歴史や文化に誇りを持って継承し、明日の多
古町を創る主体的で心豊かな町民を育てるとともに、町民の和を基礎とし、優しく強く支
え合いながら、潤いと活気に満ちたまちづくりに力をあわせて取り組みます。

第第２２章章
ま ち づ く り の 目ま ち づ く り の 目 標標
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第２節　まちの将来像

 「人・文化・自然」は、多古町が長い歴史の中で築いてきた財産であり、これからも守り、
育てていかなければならない資源を表現しています。
 「潤い」は、生活の豊かさや自然の豊かさ、人間関係の豊かさ、調和、活力などを表現して
います。
 「みんなでつくる」は、町民が力を合わせ、これまで築いてきた町の財産を受け継ぎ、大切
にしながらより大きなものに育んでいくとともに、町を象徴する人や文化、自然の「みんな」
が一体となって、潤いのあるまちを創造していく姿を表現しています。

　自然の美しさや生活の豊かさ、人々の和を目指し、町全体が一体となって協働のまちづ
くりに取り組むため、

人・文化・自然　みんなでつくる　潤いのまち　多古
をまちの将来像とします。
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第３節　基本指標

１．総人口
　平成１７年国勢調査では、総人口は１６，９５０人となっていますが、今後さらに減少し、基本構想
目標年度である平成３２年には１４，１１３人と想定します。

２．人口年齢構成比
　人口の年齢構成比は、総人口が減少する中においても、老年人口は増加することから、老年
人口比率は上昇し、平成３２年には３８．５％を想定します。
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第４節　土地利用の方針

１．土地利用の基本方針
　本町の地形条件は、栗山川と多古橋川流域の平地及び３つに分節された丘陵地に分けられ
ます。平地は水田を中心とする土地利用、丘陵地は集落、畑、樹林地を中心とする土地利用
となっており、この平地と丘陵地が出会う多古地区が町の中心的な機能を有する市街地と
なっています。
　このような地形と土地利用は、これまでの本町を支えてきた基礎的な条件であり、今後と
もこれらを活かし、守っていく必要があります。

①　河川に沿った平地
　河川に沿った平地は広大な一団の水田であり、本町の稲作の基盤であるのはもちろんの
こと、河川と一体となって、特徴ある美しい景観を形成しています。
　稲作の基盤としてだけでなく、環境を維持していくためにも、水田と河川環境の保全活
用に努めていきます。

②　丘陵地
　丘陵上部は自然・歴史に包まれた集落や一団の畑、森林が分布し、生活と生産の場とし
て活用され、平地から続く斜面の緑地は美しい景観を形成しています。
　生活と生産の場として、環境の保全改善を進めるとともに、斜面の緑地を保全し、本町
の美しい景観の維持に努めていきます。また、豊かな自然環境と調和しながら、成田国際
空港の発着枠拡大や圏央道の整備、（仮称）多古インターチェンジの設置を踏まえ、町の活
力の基盤となる成田国際空港と広域交通の利便性を活かしたまちづくりを推進していきま
す。

③　平地と丘陵地の結節部
　平地と丘陵地の結節部にある多古地区は、さまざまな都市機能が集積する本町の中心と
なっており、中でも道の駅多古やあじさい遊歩道は交流機能の中心拠点となっています。
　多古地区を交流の中心として位置づけ、既存中心市街地の活性化を促進するほか、栗山
川周辺と歴史的文化資源を結び、広域的な魅力を高めるまちづくりを推進していきます。
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第第３３章章
施 策 の 大施 策 の 大 綱綱

第１節　快適に暮らせるまちづくり　<都市基盤整備>
２土地利用動向の適切な把握１適切な土地利用の推進１　計画的な土地利用の推進

２国・県道の整備１首都圏中央連絡自動車道の整備促進

２　交通網の整備 ４町道の整備３都市計画道路の整備

６橋梁の構造強化と整備５法定外公共物の管理

２交通結節機能の強化１バス輸送の充実３　公共交通機関の確保

２美しい景観の形成１公園・緑地の整備
４　憩いの空間づくり

３森林の持つ多面的機能の維持・活用

２上水道の整備１住宅の建設、改善への適切な対応

５　快適な生活基盤の形成 ４し尿及び生活雑排水の適切な処理３ごみの適切な処理

５公害・環境対策の推進

第２節　安心・安全のまちづくり　＜福祉・安全＞
２保健・医療の充実１健康な身体の育成１　健康な生活の基盤づくり

２障害者福祉の充実１児童福祉の充実
２　生涯安心して暮らせる環境
の充実 ４生活援護体制の充実３高齢者福祉の充実

５町民同士の支え合いの推進

２災害対策の確立１治山・治水対策などの推進

３　暮らしの安全の確保 ４防犯対策の推進３消防体制の充実

６消費者の自立５交通安全対策の推進

第３節　ともに学び文化を育むまちづくり　＜教育、文化＞
２学校教育の充実１幼児教育の推進１　教育環境の充実

２多古町文化の育成１生涯学習の充実２　生涯を通じた学びの場づくり

２青少年の健全育成１郷土愛の育成３　地域における人材育成

第４節　活気と賑わいのあるまちづくり　<産業振興>
２生産体制の強化１生産環境の整備

１　農業の振興
４畜産業の振興３産地化の促進

６指導・流通体制の強化５後継者の育成

７総合的な推進体制の確立

２既存工業への支援１企業誘致２　工業の振興

２経営の安定化対策の推進１魅力ある商店街・拠点の形成３　商業の振興

２観光資源の発掘１観光サービスの充実
４　観光の振興

３観光宣伝の強化

第５節　みんなで実現するまちづくり　<町民参加と行財政>
２NPO・ボランティア団体の育成１町民参加の推進

１　協働の基盤づくり
４男女共同参画社会の実現３地域コミュニティ活動の促進

２職員の能力開発１行政運営の効率化・弾力化２　適切な行政執行体制の確立

２合理的・効率的な財源配分１安定的な財源の確保
３　健全な財政運営の推進

４財政内容の公表３民間活力の導入と財政制度の改善

２国・県との連携の推進１周辺市町との連携強化４　広域行政の推進
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第１節　快適に暮らせるまちづくり

１．計画的な土地利用の推進
　豊かな自然環境と調和した秩序ある土地利用を推進していきます。
　また、成田国際空港の発着枠拡大や圏央道の整備、（仮称）多古インターチェンジの設置と
いった成田国際空港と広域交通の利便性を活かした土地利用を進めていきます。

２．交通網の整備
　圏央道及び国県道の整備を促進するとともに、町道改良整備や橋梁の補強、架け替えなど
を推進し、生活道路の整備と交通安全対策を図ります。
　また、成田国際空港を活用したまちづくりを進めるため、空港及び周辺地域との連携が高
まる道路網の整備を推進していきます。さらに、東京都心方面への利便性の向上を図るため、
東関東自動車道や圏央道とのネットワークを強化します。

３．公共交通機関の確保
　町民生活に不可欠なバス路線の運行を維持、存続するとともに、空港シャトルバスや町内
循環バスの運行を充実し、町内外の移動手段の確保と利用者サービスの向上に努めていきま
す。
　また、※１交通結節点に拠点施設の設置を検討し、※２パークアンドバスライドを推奨するな
ど、町外への移動の利便性向上を図ります。

１　計画的な土地利用の推進
１　適切な土地利用の推進

２　土地利用動向の適切な把握

２　交通網の整備

１　首都圏中央連絡自動車道の整備促進

２　国・県道の整備

３　都市計画道路の整備

４　町道の整備

５　法定外公共物の管理

６　橋梁の構造強化と整備

※１交通結節点　複数または異なる交通手段に乗り換え・乗り継ぎができる場所。
※２パークアンドバスライド　自宅から自家用車でバス停まで行き、車を駐車させた後、バスを利用して目的地に向かうこと。

３　公共交通機関の確保
１　バス輸送の充実

２　交通結節機能の強化
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４．憩いの空間づくり
　あじさい公園やあじさい遊歩道を良好な状態で維持管理していくとともに、道の駅多古や
栗山川周辺地域の神社仏閣等も含めた地域の魅力を高めます。既存公園については、各公園
の立地やそれらが持つ特性、利用者のニーズに即した機能充実に努めていきます。
　また、本町の美しい田園風景を保全するため、農地や森林の維持・活用に努めるとともに、
景観に配慮したまちづくりを進めていきます。

５．快適な生活基盤の形成
　上下水道やごみ処理等の生活基盤を整えるほか、公害を防止するための対策を適切に講じ、
快適な生活環境の維持と自然環境の保全を図ります。
　また、地球温暖化防止等の環境対策については、町民の意識啓発を推進するとともに、計
画的な※温室効果ガスの削減に取り組んでいきます。

第２節　安心・安全のまちづくり

１．健康な生活の基盤づくり
　生涯を通じて健康な生活が送れるよう健康保持及び疾病の予防・早期発見・早期治療を促
す事業を展開するため、国保多古中央病院の医師、看護師の確保や施設・設備の機能強化を
図るとともに、医師会との連携を強化し、医療体制の充実に努めていきます。
　また、生涯スポーツの推進によりスポーツ人口の底辺拡大を図り、スポーツを通した健康
増進を進めていきます。

４　憩いの空間づくり

１　公園・緑地の整備

２　美しい景観の形成

３　森林の持つ多面的機能の維持・活用

５　快適な生活基盤の形成

１　住宅の建設、改善への適切な対応

２　上水道の整備

３　ごみの適切な処理

４　し尿及び生活雑排水の適切な処理

５　公害・環境対策の推進

１　健康な生活の基盤づくり
１　健康な身体の育成

２　保健・医療の充実

※温室効果ガス　地表から放射される熱を吸収することにより温室効果をもたらす気体（二酸化炭素、メタン、フロン等）の総称。
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２．生涯安心して暮らせる環境の充実
　多様な就労形態に対応できる保育サービスの提供に努めるとともに、安心して子育てがで
きる環境づくりを推進していきます。
　また、高齢者や障害者が地域で安心して暮らせるよう、社会参加の促進や適切な福祉サー
ビスの提供に努めるとともに、社会保険制度の周知を図り、制度理解を促進するほか、生活
困窮者への相談体制を充実します。
　さらに、ボランティア団体や地域住民の協力を得て、地域に密着したきめ細かい福祉施策
を促進します。

３．暮らしの安全の確保
　災害に強いまちづくりを目指して、急傾斜地崩壊対策事業や治山事業、排水路の整備を推
進するとともに、住宅の耐震化の促進や防災備品の整備等、防災対策を計画的に進めていき
ます。
　消防については、施設・設備の整備を継続的に実施するほか、地域と消防団が連携した防
災体制や救護体制の確立を推進していきます。
　防犯については、地域の防犯組織の育成を推進するなど、多古町防犯まちづくりの推進に
関する条例に基づき、警察や住民等と連携して進めていきます。
　交通安全対策については、交通安全施設の整備を充実するとともに、関係団体と連携した
交通安全運動を展開し、交通安全意識の高揚と交通事故防止に努めていきます。
　町民一人ひとりが自主的で合理的な消費行動ができるよう消費者を育成する啓発活動を推
進していきます。

２　生涯安心して暮らせる環境の充実

１　児童福祉の充実

２　障害者福祉の充実

３　高齢者福祉の充実

４　生活援護体制の充実

５　町民同士の支え合いの推進

３　暮らしの安全の確保

１　治山・治水対策などの推進

２　災害対策の確立

３　消防体制の充実

４　防犯対策の推進

５　交通安全対策の推進

６　消費者の自立
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第３節　ともに学び文化を育むまちづくり

１．教育環境の充実
　すべての子どもがその発育・成長の段階に即した適切な教育を受けることができるように、
学校・家庭・地域が相互に連携した社会総ぐるみでの教育の充実に努めていきます。
　幼児教育については、家庭環境及び社会環境の変化に対応した幼稚園教育の充実に努める
とともに、就学前教育と保育を一体的に捉えた施設の設置を推進していきます。
　義務教育については、幼稚園、小・中学校、高等学校との交流など地域に根ざした特色あ
る教育の推進、新たな教育課題に対応した指導体制の強化に努めていきます。

２．生涯を通じた学びの場づくり
　コミュニティプラザを核として町民の積極的な学習活動を支援します。
　また、新たな学習拠点として図書館の移転整備計画を策定するとともに、さまざまな学習
活動を支援する人材の掘り起こし・育成に努め、生涯学習を推進していきます。
　さらに、身近な場所で、文化芸術に触れる機会や活動する場を充実し、町民の文化芸術活
動の活性化を推進していきます。

３．地域における人材育成
　町の歴史や文化を学べる場を充実させ、町内の由緒ある寺社や里山への関心、町に対する
愛着を深め、郷土愛の醸成を推進していきます。
　また、イベントなどを通じて子ども同士や子どもと大人とのコミュニケーションを活発化
し、「多古の子　町の子　みんなの子」というスローガンのもと、地域が一体となって青少年
の育成に取り組んでいきます。

１　教育環境の充実
１　幼児教育の推進

２　学校教育の充実

２　生涯を通じた学びの場づくり
１　生涯学習の充実

２　多古町文化の育成

３　地域における人材育成
１　郷土愛の育成

２　青少年の健全育成
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第４節　活気と賑わいのあるまちづくり

１．農業の振興
　町の基幹産業である農業は、首都圏への新鮮な農作物供給地としての機能を維持するため、
農村環境の整備や生産体制の強化、魅力ある特産品の開発や知名度の向上、流通体制の充実
等、総合的な農業振興を促進します。
　また、農業後継者を確保するため、農業の魅力向上と新規就農者の育成を支援します。

２．工業の振興
　成田国際空港の発着枠拡大や圏央道の整備、（仮称）多古インターチェンジの設置等の※地域
ポテンシャルを活かした工業や物流等の産業集積を図るため、積極的な企業誘致に努めてい
きます。
　また、多古工業団地の生産環境の維持にも努めていきます。

３．商業の振興
　地域住民に対して身近できめ細かな商業サービスを提供できるよう、経営の安定化に向け
た地元主導の活動を大切にし、地域に根ざした商業活動の活性化を、商工会等と共同して支
援していきます。

１　農業の振興

１　生産環境の整備

２　生産体制の強化

３　産地化の促進

４　畜産業の振興

５　後継者の育成

６　指導・流通体制の強化

７　総合的な推進体制の確立

２　工業の振興
１　企業誘致

２　既存工業への支援

３　商業の振興
１　魅力ある商店街・拠点の形成

２　経営の安定化対策の推進

※地域ポテンシャル　地域が持っている潜在的な力、可能性。
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４．観光の振興
　地域に活気と賑わいを創出するため、観光を中心とした都市と農村の交流を推進していき
ます。
　また、道の駅多古や栗山川、歴史的文化資源のネットワーク化、交流を促進するイベント
の開催、体験型農園の整備を進めるとともに、インターネットや※フィルムコミッションなど、
さまざまな情報伝達経路を使った観光PRや広域観光としての取り組みに努めていきます。

第５節　みんなで実現するまちづくり

１．協働の基盤づくり
　町民や町内の団体・企業、NPOなどが、まちづくりの主体として参加できる仕組みを整え、
協働によるまちづくりを積極的に推進していきます。そのため、町民参加の基本となる町政
に関する情報を公開することで共有化を図るとともに、町民の自主的な地域活動を支援し、
地域コミュニティ機能を高めていきます。
　また、男女がそれぞれ自立し、個人として尊重される男女共同参画社会の実現を推進して
いきます。

４　観光の振興

１　観光サービスの充実

２　観光資源の発掘

３　観光宣伝の強化

１　協働の基盤づくり

１　町民参加の推進

２　NPO・ボランティア団体の育成

３　地域コミュニティ活動の促進

４　男女共同参画社会の実現

※フィルムコミッション　地域を舞台とする映画やテレビドラマなどのロケーションを支援するために、撮影に関する地域の情報
提供や公共施設の使用手続きの調整などを行う窓口。
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２．適切な行政執行体制の確立
　地方分権・地域主権が進むなかで、権限と責任の拡大や、多様化・複雑化・増大化する行
政需要に的確に対応するため、基礎自治体として適正な規模の組織体制の確立と人材育成に
取り組んでいきます。
　また、町民サービスの充実を図るとともに、公共施設の整備・維持管理を計画的・効率的
に実施していきます。

３．健全な財政運営の推進
　安定的な財源確保に努め、事業を精査し、優先順位を勘案しつつ健全な財政運営を推進す
るとともに、施設の整備や運営に民間活力の導入を検討します。
　また、財政健全化の取り組み状況を積極的に公表していきます。

４．広域行政の推進
　多様化・複雑化した行政サービスを効率的に提供していくため、周辺市町や国・県との適
切な機能分担と連携による広域行政を推進していきます。

２　適切な行政執行体制の確立
１　行政運営の効率化・弾力化

２　職員の能力開発

３　健全な財政運営の推進

１　安定的な財源の確保

２　合理的・効率的な財源配分

３　民間活力の導入と財政制度の改善

４　財政内容の公表

４　広域行政の推進
１　周辺市町との連携強化

２　国・県との連携の推進
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第１節　重点プランの位置づけ
　重点プランとは、将来像である「人・文化・自然　みんなでつくる潤いのまち　多古」の実
現のため、前期基本計画期間の５年間において、重点的に実施する施策群です。

第２節　プラン設定の考え方
　時代潮流や本町の特性、資源、現状を踏まえながら、町民アンケートやまちづくり懇談会、
まちづくりワークショップ等で把握した町民ニーズを反映して、今後のまちづくりにおける
「重点的に取りくむべき施策群」を導き出しました。これらを分類して３つのキーワードを設定
し、重点プランとします。

第第１１章章
重 点 プ ラ重 点 プ ラ ンン
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第３節　重点プランの内容

１．みんなでつくるまちプラン

【取り組み内容】
　町民と行政が協力してまちづくりを行えるよう、町政に関する情報提供を充実するほか、
町民と町職員が意見交換したり話し合ったりできる場を増やし、町政への町民参加を推進
します。
　町民の一体感を高めるため、従来から行われてきた自治活動等の地域コミュニティ活動
を促進し、顔が見え、安心して暮らせる地域づくりを推進します。また、地縁だけでなく
同じ課題認識のもとに活動する人々に対する支援を充実し、地域活動を活性化します。
　「多古の子　町の子　みんなの子」をスローガンに、地域全体で子どもの育成を推進する
とともに、子どもたちの郷土愛を育むため、多古の歴史・文化を学び、伝える場の充実を
図ります。

町民と行政が一体となってまちづくりを進めていくための仕組みづくりを推進します。

みんなでつくる
ま ち プ ラ ン

・町民参加の推進
・情報共有の場の充実
・多古町らしい教育の推進
・文化と歴史の継承
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２．定住促進プラン

【取り組み内容】
　本町に住み、快適に暮らせるよう、バス路線の維持・拡充による町内の移動手段を確保
するとともに、自家用車と公共交通の乗り継ぎの円滑化により町外とのアクセス向上を図
り、交通の利便性を確保します。
　若い世代が住み続けられるよう、幼児教育と保育の一元化による子育て環境の充実や小
児医療体制の強化など、子育て家庭への多方面にわたる支援を行います。
　「元気な高齢者の多い町」を今後も継続するため、高齢者の生きがいや健康づくりを推進
するほか、地域内での助け合い活動と福祉サービスの連携による日常生活支援の充実を図
り、介護予防、疾病予防等を強化します。

定住促進プラン
・交通網の整備
・若い世代の定住につながる子育て支援
・高齢者が生きがいを持って暮らせる仕組みづくり

多古町に住んでみたい、多古町に住んで良かったと思う人を増やしていきます。
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３．活力創造プラン

【取り組み内容】
　町の活力を高めるため、企業が進出しやすい環境づくりとして成田国際空港の離発着回
数増加や圏央道の供用など、将来を見通した土地利用の見直しや道路網の整備、公共交通
の確保を推進し、雇用の場の増加につなげていきます。
　農業については、町の基幹産業として生産環境の整備や生産体制の強化を図るとともに、
特産品の開発やＰＲ強化等を推進し、質の高い農産物を活かして活性化に取り組みます。
また、町の魅力向上と賑（にぎ）わい創出のため、美しい田園景観の維持や観光資源の発
掘・発信を強化するほか、中心市街地も含め、多くの人が町を訪れ、回遊し、楽しめるよ
うな仕組みづくりを行っていきます。

町民がいきいきと働き、多くの人が交流する町を目指します。

活力創造プラン

・交通網の整備（再掲）
・美しい自然の保存と活用
・農業の新しい形の模索
・雇用の場の確保と創造
・空港と圏央道を活かした産業振興策
・活気ある商店街
・交流人口の増加策
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第１節　快適に暮らせるまちづくり

１．計画的な土地利用の推進
■現況と課題
　本町の土地利用の現況は、農地、森林等の自然的土地利用が約８割を占め、住宅地や道
路用地等の都市的土地利用は約２割となっています。自然的土地利用の割合が高いことか
ら、町民の自然環境に対する満足度も高く、豊かな自然環境は本町の特色となっています。
　今後、成田国際空港の離発着回数が年間２２万回から３０万回に増加することや圏央道の
（仮称）多古インターチェンジが設置されることが予定されており、都市的な土地利用の需
要の増加が見込まれます。特に産業に関連した新たな土地利用の需要については、地域住
民との合意形成を図りながら、自然と調和した適切な土地利用を推進することが課題です。

第第２２章章
分 野 別 施分 野 別 施 策策

 単位：ha

資料：土地に関する概要調査報告書（各年１月１日現在）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

田 畑 宅地 山林 原野 雑種地 その他

1,822

1,820

1,812

1,807

1,806

1,886

1,874

1,864

1,862

1,879

542

562

593

599

592

68

68

68

68

68

1,700

1,690

1,675

1,673

1,673

678

678

677

678

668

572

576

579

581

582

●土地利用区分別面積の推移
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■基本方針

■施策の体系

■施策の内容
（１）適切な土地利用の推進  ………………………………………………………………………
　都市計画マスタープラン等の土地利用計画に基づき適切な土地利用を推進するととも
に、都市計画用途地域の指定や見直しなどにより、土地利用の規制誘導を図ります。遊
休土地利用については、公有地も含め、町民意見も踏まえて有効利用を検討します。特
に多古台については、自然と調和した良好な住宅地の形成を基本としつつ、町の発展に
資する土地利用を推進します。

　町民の意見を取り入れながら土地利用や都市づくりに関する都市計画の総合的かつ
計画的な指針となる新たな都市計画マスタープランを策定し、自然環境と調和した秩
序ある土地利用の推進に努めます。

１　計画的な土地利用の推進
１　適切な土地利用の推進

２　土地利用動向の適切な把握

資料：多古町都市計画

●用途地域指定状況（平成１３年５月１１日決定）

構 成 比
（％）

外壁の後退
距離の限界
（ｍ）

建築物の延
べ面積の敷
地面積に対
する割合
（％）

建築物の建
築面積の敷
地面積に対
する割合
（％）

面　　積
（ha）区　　　　分

 １３．９１１００５０ ３３第一種低層住居専用地域
―――――第二種低層住居専用地域
―――――第一種中高層住居専用地域
―――――第二種中高層住居専用地域

 ４７．３―２００６０１１２第 一 種 住 居 地 域
  ２．５―２００６０  ６第 二 種 住 居 地 域
 １０．５―２００６０ ２５準 住 居 地 域
  ５．５―２００８０ １３近 隣 商 業 地 域
―――――商 業 地 域
―――――準 工 業 地 域
―――――工 業 地 域

 ２０．３―２００６０ ４８工 業 専 用 地 域
１００．０―――２３７合　　　　計
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（２）土地利用動向の適切な把握  …………………………………………………………………
　大規模な土地の権利移転とその土地利用の状況を把握し、適正な土地利用の促進を図
ります。

■成果指標

■町民が参加できること
・町内の土地利用状況に対して関心を持ちます。
・土地利用計画に配慮した土地の利活用を心がけます。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

町民参加の
機会拡大

公募による
町民参加

都市計画マスタープラン策定において町
民意見を反映させ、計画内容の合意形成
を図る。

町民参加による都市計画マ
スタープランの策定
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２．交通網の整備
■現況と課題
　本町には、国道が１路線、県道が１０路線あり近隣市町を結ぶ幹線道路として放射状に延
びています。また、生活道路としての町道は１，０３１路線あり、幹線道路とネットワークを形
成しています。
　平成１９年度に圏央道の大栄～横芝間の都市計画決定がされ、平成２０年度より事業を開始
し、国道２９６号に（仮称）多古インターチェンジの設置が計画されています。また、町か
ら東西へ向かう交通の確保と市街地の混雑緩和、成田国際空港への交通利便性向上のため
「町道飯笹・西古内線」の道路改良事業を進めています。しかし、十分な幅員が取れない
道路や老朽化が進んだ橋梁もみられます。
　今後は、圏央道や（仮称）多古インターチェンジの設置に併せた国道、県道、町道の道
路網の整備を進め、空港と首都圏内各地域との交通利便性の向上を図り、企業立地、観光
等の産業の発展につなげていくことや安全な通行が確保できる道路改良整備が課題です。

 平成２２年４月１日現在

資料：千葉県道路現況調書道路台帳
　　　農道・林道整備状況調査

●管理者別道路現況

改良延長(ｍ)舗装延長(ｍ)
幅員別延長(ｍ)

面　積
(㎡)

実延長
(ｍ)路線数区分 5.5ｍ

以上

3.5ｍ
以上
5.5ｍ
未満

3.5ｍ
未満 改良率

（％）
舗装率
(％)

 ２７．０１２１，５６０ ８４．８３８１，７９２７２，８２２２４３，８１６１１６，６６７２，１６７，０１６４５０，４３７１，０７２総数

１００．０  ５，９４８１００．０  ５，９４８ ５，９４８      ０      ０   ７２，２５３  ５，９４８    １国道

１００．０ ４３，０１４１００．０ ４７，６０７３０，９５５ １６，６５０      ０  ３６４，０５８ ４７，６０７   １０県道

 １９．１ ７２，５９８ ８６．４３２８，２３７３５，９１９２２７，１６６１１６，６６７１，６６１，３３１３７９，７５２１，０３１町道

―――――――   ６９，３７４ １７，１３０   ３０農道

 平成２２年４月現在

資料：都市整備課

●都市計画街路整備の状況

改良舗装率
Ｂ／Ａ
（％）

改良舗装済延長（ｍ）総延長の内訳（ｍ）
幅員
（ｍ）路線名街路番号 計

（Ｂ）町道分国県道分計
（Ａ）町道分国県道分

８９．７１，５７０１，５７０  ０１，７５０１，７５０    ０１６大 谷 九 蔵 線3-4-1

５５．１  ６５０    ０６５０１，１８０    ０１，１８０１４谷中高根下線3-5-2

７５．８２，２２０１，５７０６５０２，９３０１，７５０１，１８０－－合　計
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■基本方針

■施策の体系

　圏央道の開通を見据えた交通網体系や道路改良等の整備を推進していきます。
　成田国際空港を中心とした空港周辺地域の連携が高められる道路網の整備を進める
とともに、都心への交通利便性の向上を図るため、東関道や圏央道とのネットワーク
の強化を図ります。また、国・県道の整備促進と町道の改良整備を推進し、安全な通
行の確保に努めます。

 各年４月１日現在

資料：道路施設現況調査道路現況（総括）台帳・検査表
 (改良延長　１・２級町道を対象)

●町道延長の推移（整備状況別、自動車交通不能）
自動車交通
不能道延長
（ｍ）

改良延長（ｍ）舗装延長（ｍ）
実 延 長
（ｍ）年　　次 改 良 率

（％）
舗 装 率
（％）

１１７，９００１８．３６８，７４０８５．９３２２，５８８３７５，５６１平成１８年
１１７，５７６１８．４６８，９８８８６．１３２３，２５７３７５，６１２平成１９年
１１７，３９１１８．４６９，１８２８６．１３２３，５２５３７５，６４６平成２０年
１１６，９５４１９．１７２，４５６８６．４３２７，９９５３７９，６３５平成２１年
１１６，６６７１９．１７２，５９８８６．４３２８，２３７３７９，７５２平成２２年

 平成２２年４月１日現在

資料：橋調書

●橋齢別橋数

橋　齢　別　橋　数
橋面積
(㎡)

橋延長
(ｍ)橋　数橋梁の種類 25年

以上
15年～
25年

15年
未満

４８３３３，３４１．３６６７０．７４５４計コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋

 ７０１１，８６１．５３３１９．６９ ８３０ｍ以上

１１２２１，０８５．２３２４８．２７１５１０～２９ｍ

３０１０  ３９４．６０１０２．７８３１１０ｍ未満

２　交通網の整備

１　首都圏中央連絡自動車道の整備促進

２　国・県道の整備

３　都市計画道路の整備

４　町道の整備

５　法定外公共物の管理

６　橋梁の構造強化と整備
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■施策の内容
（１）首都圏中央連絡自動車道の整備促進  ………………………………………………………
　首都圏との高速交通の利便性を高め、都市部との交流に資するため、圏央道や（仮称）
多古インターチェンジの早期整備を関係機関に要請します。

（２）国・県道の整備  ………………………………………………………………………………
　圏央道の整備による交通需要の増加に対応し、自然や歴史を活かした交流を活性化す
るため、国道２９６号の４車線化など整備充実を関係機関に要請します。
　市街地の交通混雑を緩和するため、市街地を迂回する主要地方道多古笹本線バイパス
の整備を促進するとともに、幹線道路の車道拡幅や歩道設置等の改良事業を関係機関に
要請します。

（３）都市計画道路の整備  …………………………………………………………………………
　円滑で安全な交通処理を行うため、都市計画道路大谷九蔵線の整備を推進するととも
に、同谷中高根下線（主要地方道多古笹本線）の整備を促進します。

（４）町道の整備  ……………………………………………………………………………………
　成田国際空港への交通利便性を高めるため、町道飯笹・西古内線の整備を推進します。
　幹線町道については、通行しにくい道路線形を解消するため、計画的な改良整備に努
めます。また、生活道路の安全性を確保・向上するため、車道幅員の確保や歩道の設置、
道路排水の整備を推進します。

（５）法定外公共物の管理  …………………………………………………………………………
　里道・水路の管理を適正に行い、必要に応じて整備や払い下げを推進します。

（６）橋梁の構造強化と整備  ………………………………………………………………………
　道路交通の安全性を確保し、大型車両の通行に対処するため、国・県管理の橋梁につ
いては架け替え等の整備を促進します。また、町道の老朽化した橋梁については、補強
や架け替えを検討します。

■成果指標

■町民が参加できること
・地域の道路を良好に保つために行われる草刈り等の奉仕作業に参加します。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

100.0％34.0％計画どおりの完成を目指す。町道飯笹・西古内線整備率

1箇所0箇所橋梁の安全を確保する。橋梁整備箇所数
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３．公共交通機関の確保
■現況と課題
　鉄道のない本町では、バスが最も身近な公共交通手段であり、自動車を運転しない小・
中学生や高校生、高齢者等の日常生活に欠かせないものとなっています。近年の著しい利
用者減少により不採算の路線が減便や廃止されるなか、町民生活に不可欠な路線について
は、町が事業者に補助金を交付し、廃止代替バスとして運行を維持しています。
　平成１５年度から試行運行に着手した町内循環バスは、平成１８年７月から本格運行を始め、
平成１９年７月からは３路線で１日各５便の運行を実施し、町内の円滑な移動手段としての
役割を果たしています。また、平成１９年１０月から小・中学生の運賃無料化を試行し、利用
者は増加傾向にあります。
　平成２２年９月からは、成田国際空港へのアクセス向上を図るため、道の駅多古と成田空
港第二ターミナルビルを結ぶシャトルバスの運行を開始し、６時台から２２時台まで１日１１
往復運行しています。
　今後は、既存バス路線やシャトルバスの運行を維持し、町外への公共交通を確保すると
ともに、町内循環バスについては利用者の立場に立った運行の見直しを検討し、利便性の
向上を図ることが課題です。
　また、町内循環バスや自家用車等と路線バスやシャトルバスとの乗り換えができる交通
拠点施設の設置を検討し、パークアンドバスライドによる町外への移動を円滑にすること
も課題です。

シャトルバスは、平成２２年９月～平成２３年１月までの数値で算出 資料：企画財政課
循環バスは、平成２２年４月～平成２３年１月までの数値で算出

●コミュニティバスの運行実績
循　　　環　　　バ　　　ス

シャトルバス
常磐・中ルート久賀ルート多古ルート

１０，９３１７，３６０１５，１１７７，５３３利　 用　 者　 数（人）
５２．８３５．６７３．０４９．２１ 日 当 た り の 輸 送 人 員（人）
５５５１１１ 日 当 た り の 運 行 回 数（便）
２０７２０７２０７１５３運　 行　 日　 数（日）

資料：千葉交通・JRバス

●路線バスの概要
運行会社便　　　　数始 発 及 び 行 先路線名

千 葉 交 通
株 式 会 社

上下各５便多 古 車 庫 ⇔ 大 栄 支 所桜 田 線

上下各４便多 古 車 庫 ⇔ 横 芝 駅水 戸 線

上下各５便ジェイフィルム⇔成田空港栗 源 線

JRバス関東
株 式 会 社

上り（八日市場方面）
１５便JR八日市場駅⇔JR成田駅多古本線 下り（成田方面）
１３便

上下各６便（平日）
多 古 ⇔ JR 佐 原 駅栗 源 線

上下各４便（休日）

資料：千葉交通・JRバス

●高速バスの概要
運行会社便数始発及び行先

千 葉 交 通
株 式 会 社上下各

８便
匝 瑳 市 役 所⇔

東 京 駅 JRバス関東
株 式 会 社
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■基本方針

■施策の体系

■施策の内容
（１）バス輸送の充実  ………………………………………………………………………………
　町外へのバス路線網を維持するため、運行経費の補助等を継続するとともに、路線バ
スやシャトルバスの運行情報を提供し、利便性の向上に努めます。
　町内の移動については、交通手段を持たない高齢者等のため、町内循環バスの運行を
充実します。

（２）交通結節機能の強化  …………………………………………………………………………
　自家用車と公共交通の乗り換えや町内交通と町外交通との連携を円滑にするため、公
共交通体系の再構築を図るとともに交通拠点施設の設置を検討し、パークアンドバスラ
イドによる乗り換え機能強化を推進します。

■成果指標

■町民が参加できること
・路線バスや町内循環バス、シャトルバスを積極的に利用します。

　単位：台

資料：芝山鉄道利用者駐車場管理運営協議会

●芝山鉄道利用者駐車場利用状況

　既存バス路線の運行を維持するとともに、町内循環バスの運行の見直しなどを検討
し、バスの利便性の向上と利用者の増加に努めます。
　町内に交通拠点施設の設置を検討し、パークアンドバスライドによる町外への移動
や町外からのアクセス向上を図ります。

３　公共交通機関の確保
１　バス輸送の充実

２　交通結節機能の強化

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

43,500人41,990人町内の移動がスムーズに行える環境を整える。町内循環バス利用者数

25,000人18,000人パークアンドバスライドを促進する。シャトルバス利用者数

平成２１年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度平成１７年度年　　次
１１，９８２１３，５８４１０，６７９８，５５０７，０５１一般台数
２４，４７２２８，６４１２７，２８６２１，１５７１９，６５５定期台数
３６，４５４４２，２２５３７，９６５２９，７０７２６，７０６計
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４．憩いの空間づくり
■現況と課題
　本町では、自然環境を活かしたあじさい公園やふれあい公園が、多くの人の憩いの場と
なっています。特にあじさい遊歩道は、隣接する道の駅多古との相乗効果により、観光ス
ポットとして町外からの来訪者が増加し、本町の顔として広く知られています。しかし、
子どもたちの「遊びの場」となるような公園が少ないことが課題です。
　桜のオーナー制度による桜の植樹事業やボランティア団体による国道敷地内への花の植
栽活動等、町民参加による緑化の推進に取り組んでいますが、こうした取り組みを町全体
に広めていくことが必要となっています。今後は、町民の誰もが景観の大切さを共有し、
誇りと愛着を持つことができる魅力的な景観づくりを進めていくことが課題です。
　森林は町域の２６％を占めていますが、林業の衰退により維持管理が十分に行われていな
い森林が増加しています。森林は、景観形成だけでなく水源の※１かん養や※２治山治水など
多様な役割を果たすことから、適正な財産管理による森林機能の維持が課題です。

　平成２２年４月１日現在

資料：都市整備課

●公園・緑地整備の状況（名称、面積、供用開始年度）
面積（㎡）供 用 開 始所　　　　在　　　　地名　　　称
２４，９７９昭和６３年３月多古町水戸　工業団地内水 戸 台 第 １ 公 園
１５，１７９昭和６３年３月多古町水戸　工業団地内水 戸 台 第 ２ 公 園
 ２，０４５昭和６３年３月多古町水戸　工業団地内水 戸 台 第 ３ 公 園
１３，３０１平成４年３月多古町多古　栗山川沿いあ じ さ い 公 園
１０，１５５平成６年３月多古町多古　コミュニティセンター内み ど り の 広 場
 ２，３００平成７年４月多古町南中　日本寺境内南 中 農 村 公 園
 １，４１９平成７年１２月多古町飯笹　つつじヶ丘団地内つ つ じ ヶ 丘 公 園
 １，０３４平成８年９月多古町多古　コミュニティセンター内子 ど も の 広 場
 ８，２６０平成１２年４月多古町島　字広川島 地 区 親 水 公 園
 ２，４１１平成１３年３月多古町一鍬田　字深田一鍬田多目的広場
 １，７３５平成１４年４月多古町島　字南ノ下農 村 公 園
   ３６７平成１４年４月多古町多古　字大原内大 原 内 公 園
１１，９００平成１６年３月多古町多古　コミュニティセンター内ふ れ あ い 公 園

　単位：ha

資料：農林業センサス（２月１日現在）
Ｈ１７数値：千葉県森林・林業統計白書

●林野面積

計

樹　　　　　林　　　　　地

年次 未立
木地

その他竹林
合　　　　　計天　　然　　林人　　工　　林

計広葉樹針葉樹計広葉樹針葉樹計広葉樹針葉樹

１，６７８４９１０３３１，５８６１４４１，４４２１４３１４３０１，４４３１１，４４２昭和５５年

１，９００４８ ０２５１，８２７２３４１，５９３２３４２３４０１，５９３０１，５９３平成２年

１，８９０８８ ０２２１，７８０７５８１，０２２７５８７５７１１，０２２１１，０２１平成１２年

１，９０３ ０１２５２０１，７５８７４４１，０１４７４５７４４１１，０１３０１，０１３平成１７年

※１かん養　地表の水（降水や河川水）が地中に浸透し、地下水が供給されること。
※２治山治水　治山とは、木材をとるために森林を育てたり、山の森林を良い状態に保って山の災害（山くずれなど）が起きない
ようにしたり、水が枯れないようにしたりすること。治水とは、洪水による氾濫から人々の生命と財産を守るため、ダムや、
放水路、遊水地・調節池、築堤・護岸整備などを行うこと。
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■基本方針

■施策の体系

■施策の内容
（１）公園・緑地の整備  ……………………………………………………………………………
　多様なニーズに応えられるよう、既存公園の立地等を踏まえ、各公園の特徴や役割等
を考慮した公園機能の拡充に努めます。

（２）美しい景観の形成  ……………………………………………………………………………
　美しい景観を維持するため、※屋外広告物条例を適正運用します。また、景観条例の
制定を視野に入れ、景観形成に関する方針を検討するとともに、広く町民に対して景観
形成に関する啓発を進めます。

（３）森林の持つ多面的機能の維持・活用  ………………………………………………………
　森林機能を維持するため適正な管理を促進し、林木が健全に生育する優良な森林の整
備に努めます。

■成果指標

　本町の公園が有する特色を活かし、憩いの場として誰もが親しめるよう公園機能の
充実を図ります。
　あじさい公園については、町民との協働により本町の顔としてさらに親しまれる憩
いの場の創造に努めます。
　多古町らしい景観を守り育てていくため、良好な景観づくりの推進と町民の意識の
醸成に努めます。
　森林の荒廃を防ぎ、多面的機能を維持していくため、環境整備を促進します。

４　憩いの空間づくり

１　公園・緑地の整備

２　美しい景観の形成

３　森林の持つ多面的機能の維持・活用

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

410本160本町民参加により、良好な景観形成に努め、
景観に関する意識醸成を図る。

桜のオーナー制度による植
樹本数

250人133人町民との協働により、良好な景観維持に
努め、マナー意識の向上を図る。

公共施設美化活動へのボラ
ンティア参加人数

※屋外広告物条例　常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物を規制することにより、良好な景観を形成し、公
衆に対する危害を防止することを目的とする条例。



５０

■町民が参加できること
・新たに建物等を建築する場合、景観形成に配慮します。
・マナーを守って公園を利用します。
・公園や道路の清掃等、地域の環境美化活動への参加や庭の草木の手入れなど、身近な景
観の保全・形成に協力します。
・所有地の適正な管理に努めます。
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５．快適な生活基盤の形成
■現況と課題
　本町の住宅は一戸建てが中心で、その多くは持ち家です。高齢化の進行や低炭素社会の
実現等の新たな課題が注目されるに従って、これらに対応した住宅の建設や改修も進めら
れていますが、※１バリアフリー対策や耐震化、環境に配慮した住宅についての意識啓発、
普及促進を図ることが課題です。
　本町の上水道は地下水を水源としており、安定的な給水を行うため、水源の確保や施設
の更新を実施しています。今後は、少子高齢化や人口の減少など給水人口の動向を踏まえ
ながら、施設の更新や耐震化を進めていくとともに、水源となっている地下水の水質保全
を図ることが重要です。
　ごみについては、匝瑳市ほか二町環境衛生組合で収集や処理を行っています。リサイク
ルが可能なごみについては、集団回収等を実施し、ごみの減量化を図っています。ごみの
分別収集については、資源ごみが可燃ごみとして焼却されるなど、一部、分別の不徹底も
みられます。また、ごみ処理施設については、施設の老朽化が進んでおり、今後のごみ処
理体制について関係市町との協議が必要となっています。今後は、環境学習等の実施によ
り、町民の循環型社会に関する意識啓発を図るとともに、適切なごみ処理体制を維持する
ことが課題です。
　汲み取り式トイレし尿と※２浄化槽汚泥については、東総衛生組合で収集及び処理を行っ
ています。また、水洗式トイレし尿や生活雑排水については、合併処理浄化槽の整備によ
る適切な処理を推進するとともに、農業集落排水事業の整備区域内では、農業集落排水処
理施設（以下「処理施設」という。）による処理を推進しています。単独処理浄化槽や汲
み取り便槽を使用している世帯については、生活雑排水が未処理のまま排出されているこ
とから、合併処理浄化槽への転換や処理施設への接続の促進が課題です。
　公害については、騒音や悪臭、水質汚濁等が主な内容となっています。また、廃棄物の
不法投棄や焼却（野焼き）等廃棄物の不適正な処分（以下「不法投棄等」という。）も大
きな問題となっています。航空機騒音については、住宅防音工事に対する補助を推進し、
騒音の軽減に努めています。公害苦情については、苦情の内容が多様化しており、公害の
防止や解決が困難な案件が増加しています。また、不法投棄等については、大規模なもの
は減少していますが、小規模なものは未だに後を絶たず、発生件数は増加しています。
　今後は、公害の防止や不法投棄等の撲滅のための適切な対応を継続するとともに、町民
の環境保全に関する意識啓発を図ることが課題です。

※１バリアフリー　障害者や高齢者などが生活や行動するうえで妨げとなる様々な障壁を取り除くこと。
※２浄化槽　各家庭に取り付ける汚水処理装置のことで、生活排水を浄化して近隣の河川などに放流する。トイレの汚水（し尿）だ

けを処理する単独処理浄化槽と、風呂や台所の汚水（生活雑排水）も処理する合併処理浄化槽がある。
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　単位：戸

資料：建築物動態調査

●用途別建築着工の推移
計そ の 他商業業務店舗併用住　　宅年　　次
７０２２３０４５平成１７年度
９４２７７１５９平成１８年度
８３２７７１４８平成１９年度
８２１８５０５９平成２０年度
５９１３６１３９平成２１年度
５８１５３０４０平成２２年度

資料：水道台帳

●上水配水の推移
１日平均
配水量
（㎥）

１日最大
配水量
（㎥）

年間配水量
（ｋ㎥）

配水能力
（㎥/日）

給水人口
（人）

給水区域内
人口
（人）

計画給水
人口
（人）

年　次

４，８８５５，８５０１，７８３７，６８３１６，３６９１６，８６０２４，２００平成１７年度
４，５２５５，８４３１，６５２７，６８３１６，１９３１６，６５２２４，２００平成１８年度
４，４９１５，３１５１，６４４７，６８３１５，９９８１６，４３６１８，０００平成１９年度
４，５４５５，７９４１，６５９７，６８３１５，８１１１６，２２１１８，０００平成２０年度
４，４００６，０３０１，６０６７，６８３１５，６４２１６，０２７１８，０００平成２１年度

資料：市町村公共施設状況調査

●ごみ収集・処理の推移
処理量内訳（ｔ）年間総収集量

（ｔ）
処理人口
（人）

処理計画人口
（人）年　　次 そ の 他焼　　却

５７０２，４５２３，０２２１７，４６４１７，４６４平成１７年度
５６８２，６４２３，２１０１７，２３８１７，２３８平成１８年度
５３１２，４８５３，０１６１７，０２０１７，０２０平成１９年度
４８５２，４７２２，９５７１６，８０７１６，８０７平成２０年度
４８３２，６９０３，１７３１６，６１２１６，６１２平成２１年度

資料：市町村公共施設状況調査

●し尿収集･処理の推移
年間総収集量
（ｋℓ）

年間排出量
（ｋℓ）

処 理 人 口
（人）

処理計画人口
（人）年　　　次

９４２８，４６３２，７４６１７，４６４平成１７年度
９４４８，３４７２，７５１１７，２３８平成１８年度
８７９８，３７０２，３６１１７，０２０平成１９年度
８６３８，２６８２，３１５１６，８０７平成２０年度
８１２８，１８６２，１８１１６，６１２平成２１年度

　単位：ｔ

資料：匝瑳市ほか二町環境衛生組合

●中間処理後の資源化量の推移
合　計その他布　類プラスチック類ペットボトルガラス類金属類紙　類年　　次
４２４１６１５１６２３１１２１８２６０平成１７年度
４１５１７１５１７２６１０６１７５５９平成１８年度
３９３２１１５１８２８１０９１５４４８平成１９年度
３５２１８１５１８２６１０４１３６３５平成２０年度
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資料：生活環境課

　単位：件

資料：公害苦情処理状況

●公害苦情件数の推移
合計その他野焼き不法投棄悪臭騒音水質汚濁大気汚染年　　次
１０４１１４１３１１２３６０平成１７年度
 ８４１７１６２５１７２７０平成１８年度
 ７７ ９２４２６９１８０平成１９年度
 ９１１４２０３７１０２７１平成２０年度
１２１２５２８４９１０３５１平成２１年度

林地区牛尾船越地区十余三地区島地区区　　　分
平成８年度平成７年度平成６年度平成６年度事業採択年度
平成１５年度平成１４年度平成１３年度平成１４年度供用開始年度
４３０人１，２６０人１，２２０人５７０人計画処理人口
８６戸３０４戸２５９戸１３４戸計 画 戸 数
３２１１集　 落 　数
８ha３３ha３２ha２１ha計画区域面積

し尿及び生活雑排水汚水の種類
DO制御高度処理
連続流入間欠ばっ
気方式

高度処理型回分式活性汚泥方式処 理 方 式

BOD　１０㎎／ℓ以下

計画処理水質
SS　１５㎎／ℓ以下
COD　１５㎎／ℓ以下

１０㎎／ℓ以下Ｔ－Ｎ　１５㎎／ℓ以下
１㎎／ℓ以下Ｔ－Ｐ　３㎎／ℓ以下

　単位：件

資料：合併処理浄化槽設置事業補助金台帳

●補助による合併処理浄化槽設置基数の推移

累計基数設置基数年　　次
４７６３９平成１７年度
５０６３０平成１８年度
５３６３０平成１９年度
５６０２４平成２０年度
５８５２５平成２１年度

●農業集落排水事業の概況
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■基本方針

■施策の体系

■施策の内容
（１）住宅の建設、改善への適切な対応  …………………………………………………………
　超高齢社会に対応した住宅建設・改善を誘導するため、住宅のバリアフリー化に関す
る情報提供を行い、住宅の段差の解消や手すりの設置等を促進します。また、※２低炭素
型住宅の普及を促進するため、太陽光発電等の新エネルギーの導入普及を検討します。
　建築基準法や県条例等の各種法令の適正運用と、耐震改修促進計画に基づいた耐震診
断や耐震改修を促進します。

（２）上水道の整備  …………………………………………………………………………………
　上水道の水源を確保し、給水人口に合わせた施設の更新・耐震化を推進するとともに、
水質検査や土地利用の規制により水源となっている地下水の水質保全を図ります。

（３）ごみの適切な処理  ……………………………………………………………………………
　ごみの分別収集の徹底を図るとともに、３Ｒ〔Reduce（リデュース：発生抑制）、

　誰もが安全で快適に生活できる住宅を確保できるよう、高齢化の進行や※１低炭素社
会の実現に対応した住宅の建設・改修を促進します。
　上水道施設の更新と耐震化を推進し、水道水の安定供給に努めます。
　ごみの分別やリサイクルに関する意識啓発を図り、ごみの減量化を促進します。ま
た、適切なごみ処理体制の維持に努めます。
　し尿や生活雑排水の適切な処理を推進するため、合併処理浄化槽の設置を促進する
とともに、農業集落排水事業の整備区域内においては、処理施設への接続向上に努め
ます。
　航空機騒音の軽減のため、住宅防音工事や空調機器の機能維持等の防音対策を推進
します。
　公害苦情に迅速に対応し、不法投棄等の撲滅に努めます。
　環境保全や地球温暖化防止に関する意識啓発を図るとともに、本町の事務事業で排
出される温室効果ガスの削減に取り組みます。

５　快適な生活基盤の形成

１　住宅の建設、改善への適切な対応

２　上水道の整備

３　ごみの適切な処理

４　し尿及び生活雑排水の適切な処理

５　公害・環境対策の推進

※１低炭素社会　温室効果ガスの排出を抑え、自然と人間が共存する社会。
※２低炭素型住宅　高い断熱性や耐久性と、太陽光発電設備等の新エネルギーの導入や省エネルギー化を組み合わせた住宅。
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Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リサイクル：再生利用）〕にRefuse（リフュー
ズ：断る、使わない）、Repair（リペア：修理する）を加えた５Ｒのライフスタイルの
周知を図り、ごみの減量化を促進します。
　幼稚園や小学校等における環境学習を継続して実施し、循環型社会に対する意識を高
めます。
　適切なごみ処理体制を維持するため、関係市町と連携し検討します。

（４）し尿及び生活雑排水の適切な処理  …………………………………………………………
　汲み取り式トイレし尿や浄化槽汚泥の収集・処理体制を維持するとともに、合併処理
浄化槽の設置や単独処理浄化槽、汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進しま
す。
　農業集落排水事業の整備区域内において処理施設への接続を促進し、接続戸数の増加
に努めます。また、処理施設の維持管理、改修を実施するとともに、汚水適正処理構想
に基づいた、より合理的な汚水処理体制の確立を検討します。

（５）公害・環境対策の推進  ………………………………………………………………………
　航空機騒音の影響を強く受ける地域の住宅の防音性能を確保するため、防音工事や空
調機器の維持管理に対する補助を推進します。
　公害苦情相談員を設置し、多様化する公害苦情に迅速に対応するとともに、県や不法
投棄監視員と連携し、不法投棄等の監視体制の強化を図ります。
　町民の環境保全や地球温暖化防止に関する意識啓発を図るとともに、多古町地球温暖
化対策実行計画に基づき温室効果ガスの削減に取り組みます。

■成果指標

 

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名
550戸496戸地下水や河川の水質向上を図る。処理施設への接続戸数

785基585基合併処理浄化槽の適正な設置を推進し、
河川の水質維持・向上を図る。

合併処理浄化槽の設置補助
基数

3,124t3,174ｔリサイクルを推進し、ごみ排出量の削減
を図る。ごみ排出量

前年より
減少86件不法投棄等の発生を抑制する。不法投棄等の発生件数

3,434t
-CO２

3,615ｔ
-CO２

事務事業から発生する温室効果ガスの削
減を図り、地球温暖化防止を推進する。温室効果ガス排出量

88.0%85.4%水道水の効率的な供給を図る。水道の有収率

74km58km耐震管へ更新することにより、地震時の
漏水防止の向上を図る。耐震管への更新

100.0%99.7%安定した水道水の供給を維持するため、
水道料金の収納率の向上を図る。水道料金の徴収率
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■町民が参加できること
・河川や地下水等、水環境に関心を持ちます。
・農業集落排水事業の整備区域内では、処理施設への接続に協力します。
・処理施設の使用者は、適切な排水を心がけます。
・不法投棄等を発見した場合は、行政に情報を伝えます。
・「不法投棄等をしない、させない」という意識を持ちます。
・ごみの分別を正しく行い、ごみの減量化に協力します。
・合併処理浄化槽の適切な維持管理、清掃をします。
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第２節　安心・安全のまちづくり

１．健康な生活の基盤づくり
■現況と課題
　本町では、町民の健康増進を図るため、各種のスポーツ・レクリエーション大会等を開
催するほか、保健推進員による正しい健康知識や食習慣の普及・啓発、保健福祉センター
での各種健診や予防接種、健康相談、健康づくり教室等を行っています。しかし、スポー
ツ・レクリエーション大会への参加者が一部の町民に偏っていることや運動施設が不足し
ていることから、今後は、生涯にわたってスポーツ・レクリエーション活動を行うことの
できる体制づくりや保健推進活動の充実が課題です。
　本町の健診受診率は高く、妊婦健診や女性特有のがん検診に対して公費負担を実施し、
受診を促進しています。今後は、がん等の検診受診率のさらなる向上や新たな感染症に対
する取り組み体制の強化が課題です。
　国保多古中央病院では、減員となっていた内科医・外科医を確保すること等により患者
の受け入れ体制の回復に努めました。また、平成２０年度に地域医療連携室を設置し、他の
医療機関との連携を強化することにより地域医療体制の充実を図っています。しかし、今
後も診療体制を維持・強化するためには、常勤医師の確保が課題であり、設備や医療機器
の改修・更新、総合相談窓口の機能強化も必要です。また、地域の医療機関をかかりつけ
とする「かかりつけ医」の考え方の普及も課題です。

　単位：人

資料：教育課

●社会体育施設の利用状況
西　古　内
多目的広場

町民テニス
コ　ー　ト

町民船越
プ ー ル

町　　　民
牛尾体育館町民体育館常　　　磐

グラウンド
町　　　民
グラウンド年　　次

２，４７５４，３３０－－１９，１９０７，１７４５，２１５平成１７年度
３，４９６３，５８０－－２０，４８２４，５２３４，９３８平成１８年度
６，４１７２，９４２３９５３，９３１１４，７３２６，８８０５，０４９平成１９年度
５，１５８２，４０８４２１３，９４２１５，７７０６，６０２６，７５９平成２０年度
３，４３２１，６４１２８３２，６８８１６，４４５５，９９２６，９７８平成２１年度

　平成２２年４月１日現在

 資料：教育課

●社会体育施設の現況
施　　設　　内　　容名　　　　称

昭和５２年完成、面積１１，０２５㎡町 民 グ ラ ウ ン ド
平成元年完成、７，４８２㎡常 磐 グ ラ ウ ン ド
昭和５９年完成、床面積７２０㎡町 民 体 育 館
昭和５４年完成、床面積５５９㎡（旧多古第三小学校体育館）町 民 牛 尾 体 育 館
平成７年完成、２５ｍ×６コース（旧多古第三小学校プール）町 民 船 越 プ ー ル
平成３年完成、５，９３３㎡
平成９年夜間照明設備完成町 民 テ ニ ス コ ー ト
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■基本方針

■施策の体系

■施策の内容
（１）健康な身体の育成  ……………………………………………………………………………
　「健康づくり計画（生涯スポーツ振興計画）」の策定を検討します。
　生涯スポーツを推進するため、スポーツ大会や教室の開催を促進し、競技スポーツの
振興を図るほか、幅広い年代に親しまれるスポーツ・レクリエーションの普及を推進し、
スポーツ・レクリエーションを通したコミュニケーションの活性化を図ります。また、
指導者の育成や体育施設の計画的な整備を検討し、スポーツを実践する機会の充実に努
めます。

（２）保健・医療の充実  ……………………………………………………………………………
　妊娠・出産から就学まで、一貫した母子保健サービスの充実を図ります。また、乳幼
児健診や面談を通じて障害の早期発見や乳幼児虐待の早期把握に努めます。
　医療機関との連携のもとに予防接種対象者に対して適切な情報提供を行い、予防接種
率の向上に努めます。

　関係部局が連携して健康づくりに関する総合的な計画を策定・推進するほか、町民
のニーズにあった各種スポーツ・レクリエーションの活動の場となる社会体育施設の
整備を検討します。
　生涯を通じて健康な生活が送れるよう、健康保持、健康増進、疾病の予防・早期発
見・早期治療を促す事業を展開します。
　国保多古中央病院において、医師、看護師等を確保し、診療体制を充実するととも
に、他の医療機関との連携を強化し、地域医療体制を充実します。

１　健康な生活の基盤づくり
１　健康な身体の育成

２　保健・医療の充実

　単位：人

資料：千葉県香取保健所事業年報

●主要死因別死亡者数の推移
精 神 病 の
記載のない
老　　　衰

不 慮 の
事　　故

肺　　炎
及　　び
気管支炎

心 疾 患悪　　性
新 生 物

脳 血 管
疾　　患年　　次

２４１３１２２７４８３２平成１７年
２０１４２０４２５０３６平成１８年
２９１１１６３４５１１７平成１９年
２９１２２２３７７５２８平成２０年
１３ ７３７２９５４２７平成２１年
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　健康相談や健康教育、各種検診を推進し、生活習慣病を予防します。また、各種検診
に関する啓発活動を推進し、受診率の向上に努めます。
　高齢者に対しては、介護保険事業との連携を図りながら各種検診や相談、指導を推進
します。
　感染症に対する意識を高めるため、各種感染症の流行状況や予防方法等、感染症予防
についての意識啓発を図ります。
　国保多古中央病院を地域の中核的医療機関として維持していくため、医師や看護師等
の確保と設備や医療機器の改修・更新を推進するとともに、医療連係機能を充実し、相
談窓口機能の強化を図ります。
　また、自己の健康管理や医療費抑制等の観点から、かかりつけ医を持つことの重要性
を町民に啓発するとともに、病気の特性や症状に応じて適切な治療を受けることができ
るよう、開業医から周辺の※第三次救急医療機関までのそれぞれが持つ機能や特性を活
かした医療の分担・連携体制の確立を促進します。
　地域の保健活動と保健体制の充実を図るため、保健推進員を確保するとともに、保健、
医療、福祉、教育の各分野の連携強化を推進します。

■成果指標

■町民が参加できること
・かかりつけ医を持ち、医療機関を適切に利用します。
・生活習慣病の予防のため、食生活の改善に努めます。
・「自分の健康は自分で守る」という意識を持ちます。
・健診を積極的に受診します。
・日常生活の中に、身体を動かす時間を積極的に取り入れます。
・自分に合ったスポーツ・レクリエーションを継続して行います。
・スポーツ・レクリエーションを通して家族や仲間とのコミュニケーションを深めます。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

2,000人1,431人定期的にスポーツ・レクリエーションを
行う人の割合を高める。体育施設定期利用者数

65.0%45.8%生活習慣病の予防・改善と健康意識の高
揚を図り、健康維持を推進する。特定健診受診率

※第三次救急医療機関　複数診療科にわたる高度な処置が必要な、重篤な救急患者に対応する医療機関。



６０

２．生涯安心して暮らせる環境の充実
■現況と課題
　本町には中央保育所、北保育所、東保育所の３施設があり、各種保育サービスを行って
います。学童保育は、多古学童保育所、久賀学童保育所の２か所で実施しており、４年生
までの児童を町内のすべての小学校から受け入れています。平成２２年度からは中学生まで
の子どもに対して医療費の助成を始め、経済的支援も実施しています。子育て支援に関す
るニーズは多様化する傾向にあることから、施設のあり方も含め保育に関するサービス全
体を拡充することが課題です。
　障害者が暮らしやすい環境づくりのため、本人やその家族に対する支援のほか、障害者
福祉に関わる事業者に対しても支援を実施しています。しかし、入所できる施設や就労の
場は不足しており、サービス提供体制の充実や就労支援の強化が課題です。
　高齢者一人ひとりの状況に応じて介護保険や在宅高齢者福祉等の各種サービス事業を提
供しています。本町は要介護認定率が低く、元気な高齢者の多い地域ですが、要介護認定
者は増加傾向にあり、介護予防や介護施設整備の必要性が高まっています。また、日常生
活において何らかの支援を必要としている高齢者も少なくはなく、介護保険以外の福祉
サービスが不足しています。今後は、すべての高齢者が安心して暮らせる福祉サービスの
充実が課題です。
　ひとり親家庭など経済的に不安定な世帯に対しては、児童扶養手当等の経済的援護を実
施しているほか、民生委員児童委員や関係機関等と連携し、様々な相談に対応しています。
今後は、相談体制の強化や就労支援等自立に向けた支援の充実が課題です。
　平成２０年度から後期高齢者医療制度が創設され、７５歳以上の高齢者の医療保険は県を単
位とした広域連合が実施主体となりました。そのため、国民健康保険被保険者数は大幅に
減少しましたが、新たな制度の効果的な周知と理解の促進が課題です。
　国民年金受給者は増加傾向にあるうえ、年金記録問題に起因して年金制度に対する不安
感も高まっています。未加入者や年金保険料未納者の増加が懸念されることから、制度の
周知による正しい制度理解が課題です。
　地域の福祉活動は、多古町社会福祉協議会が各種の地域福祉事業を実施しているほか、
ボランティアグループなどが様々な福祉サービスを行っています。今後のさらなる高齢化
に対応するため、地域福祉計画の策定を検討し、地域に密着した福祉サービスを計画的に
拡充することが課題です。
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　単位：人　各年７月１日現在

資料：子育て支援課

●学童保育所の利用状況
計４年以上３　　年２　　年１　　年設 置 数年　　次

２９３５８１３１平成１７年
４８３１２１２２１２平成１８年
５７０１０２４２３２平成１９年
５４０２１１８１５２平成２０年
７５１２１９１８２６２平成２１年
５８８１４１７１９２平成２２年

資料：子育て支援課

●子育て支援事業の推移
乳 幼 児 医 療 費
助 成 事 業
（延べ給付件数）

ひ と り 親 家 庭 等
医療費等助成事業
（支給世帯数）

就 学 援 助 家 庭
一 時 扶 助 事 業
（給付対象児童・生徒数）

保育所一時保育事業
（延べ利用児童数）年　次

３，３９１件３０世帯１１４人平成１７年
３，２９３件３４世帯２１人１７５人平成１８年
４，６１２件４２世帯３４人１７８人平成１９年
５，３７９件５９世帯３８人５０８人平成２０年
７，７８４件６５世帯４５人６０３人平成２１年

　単位：人　各年１０月１日現在

（　）内の数は保育士のうち臨時職員数 資料：子育て支援課（福祉行政報告例から）

●保育人員の推移

保　育　士
年齢別保育人員数

実　人　員年　　　次
４歳～５歳３歳０歳～２歳

３０（１２）９７６４６０２２１平成１７年
３３（１４）９７６６５５２１８平成１８年
３２（１４）８５４０６２１８７平成１９年
３１（１４）７２４０６９１８１平成２０年
３２（１４）６２６０７５１９７平成２１年
３２（１４）７１５０７２１９３平成２２年

　単位：人

資料：保健福祉課

●身体障害者手帳などの交付者数の推移
音声･言語・
その他障害内部障害肢体不自由聴覚障害視覚障害総　　数

年　次
児児児児児児
１４２１１１７３０７３２４０３４１３４８０平成１７年度
１６２１１８７３０７３２２０３６１３４８９平成１８年度
１６２１２６６３０８３２３０３０１２４９３平成１９年度
１６０１２１６２８１３１８０２８１０４５４平成２０年度
１５０１２４６２８８３１９１３３１１４６９平成２１年度



６２

　各年４月１日現在　単位：人／世帯

資料：保健福祉課

●老年人口及びねたきり・ひとり暮らし老人の推移

ひ と り
暮らし老人
（６５歳以上）

老　年　人　口（人）
総人口
（人）年　次 総 人 口 に

占める割合
（％）

７０歳以上６５～６９歳総　　数

２５２２７．５３，６８５１，０７７４，７６２１７，２２２平成１８年
２４９２８．１３，７４１１，０３９４，７８０１６，９８４平成１９年
２６４２８．８３，７７４１，０５３４，８２７１６，７４２平成２０年
２７５２９．３３，７５５１，０７９４，８３４１６，４９６平成２１年
２７７２９．６３，７５３１，０６９４，８２２１６，２７５平成２２年

　単位：人

資料：保健福祉課

●介護保険・要介護認定者数の推移
計要介護５要介護４要介護３要介護２要介護１要支援認定率（％）被保険者数年　次

５３８６６ ８７ ７０ ９１１７２５２１１．３４，７４７平成１７年度

５７９６６１００ ８９ ９３１８１５０１２．１４，７６７平成１８年度

計要介護５要介護４要介護３要介護２要介護１要支援２要支援１認定率（％）被保険者数年　次

６０３７７ ８９１１０ ９１１４８５２３６１２．５４，８１８平成１９年度

５９７７３ ８４１０８１００１２５６１４６１２．４４，８２３平成２０年度

６２２８５ ８７１０６１０２１３７５０５５１２．９４，８１７平成２１年度

資料：国民健康保険事業年報

●国民健康保険の状況　①被保険者、受診件数、医療費
平成２１年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度平成１７年度区　　　分

６，５４３６，５９３８，６４８８，８３０９，０６４被保険者数（人）（平均）
４０．２０３９．９７５１．６５５１．９９５２．６０国保加入率（％）
７０，４４０７０，３１１１１１，１３３１１３，４９０１１８，９２０受 診 件 数（件）
 ２，４１１ ３，６４２ １４，２７６ １２，８５０ １２，０１２退 職 者 等
－－ ４０，４８３ ４３，０８６ ４７，８５３老 人 保 健

   ６８，０２９   ６６，６６９   ５６，３７４   ５７，５５４   ５９，０５５一般その他
１，５５３，９１７１，４５６，１８９２，６６４，６２４２，６７９，３８２２，６４６，１６７医　療　費（千円）
   ６０，２４０   ６８，８３８  ２５３，８２７  ２４１，７４５  ２１４，１９０退 職 者 等

－－１，１８９，０７０１，２０９，６９４１，２１７，６５５老 人 保 健
１，４９３，６７７１，３８７，３５１１，２２１，７２７１，２２７，９４３１，２１４，３２２一般その他
２３７，４９３２２０，８６９３０８，１２０３０３，４４１２９１，９４３一人当たり費用額（円）
３５６，４５０３０５，９４７３２０，８９４３３２，５２４３１６，３８１退 職 者 等

－－６３２，１４８６１２，８１４５７８，７３３老 人 保 健
２３４，３３９２１７，８６３２０４，４３９２００，３５０１９３，２７１一般その他
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資料：国民健康保険事業年報

●国民健康保険の状況　②高額療養費
平成２１年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度平成１７年度区　　　　　分

１，９３８１，７４２１，６０６１，３２７１，２４０件　　　数（件）
１３７，５９３，７４８１１９，４８７，７５３１０９，８２８，７６６１２０，２０４，８３５１０８，０８０，１４２高額療養費（円）

４２７３２３９１９３１７０件　数（件）
退　職　者
被保険者分 ６，１０９，４２０４，４８０，３４４１０，９０３，１９６１５，９１２，３９３９，３９３，４２８高額療養費

（円）
１，８９６１，６６９１，３６７１，１３４１，０７０件　数（件）

一般その他
１３１，４８４，３２８１１５，００７，４０９９８，９２５，５７０１０４，２９２，４４２９８，６８６，７１４高額療養費

（円）

　単位：人

資料：国民年金事業年報

●拠出制国民年金被保険者の推移
適用率

Ｂ／Ａ（％）第３号加入任意加入第１号加入
（Ｂ）

被保険者数
（Ａ）年　　次

８０．３９０１１９３，７４３４，６６３平成１８年度
７９．６８９５２０３，５６７４，４８２平成１９年度
７９．８８５８３１３，５１２４，４０１平成２０年度
７９．５８４５２６３，３８４４，２５５平成２１年度

　単位：世帯、人

平成２２年は９月平均 資料：保健福祉課

●被保護世帯・人員の推移

医療扶助教育扶助住宅扶助生活扶助被保護世帯・
人員総数年　　次

人員世帯人員世帯人員世帯人員世帯人員世帯
６１５０００２６２２５７４３７４６０平成１８年
６２５１００２３１９５９４５７３６０平成１９年
６６５４００２３２０５９４４７７６２平成２０年
７１６０００２８２３６２４７８１６６平成２１年
７８６６００３１２８６８５３８８７２平成２２年
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■基本方針

■施策の体系

■施策の内容
（１）児童福祉の充実  ………………………………………………………………………………
　休日保育や※２病後児保育等、多様な保育サービスの提供を検討するとともに、一時保
育等ニーズの高い保育サービスの拡充を推進します。
　学童保育を全小学校で実施できる体制づくりを推進します。
　少子化や保育ニーズの多様化など社会情勢の変化に対応するため、幼保一元化の実現
に向けて検討します。
　医療費助成制度の継続を図ります。

（２）障害者福祉の充実  ……………………………………………………………………………
　障害者計画や障害福祉計画に基づき自立した日常生活や社会生活を営むことができる
よう、福祉サービスの提供に努めます。
　保健福祉センターを中心とした相談・指導・訓練体制の強化や地域での交流活動を促

　休日保育や病後時保育等を検討し、多様なニーズに対応できる保育サービスを拡充
するとともに、子育て支援環境を充実させるため、※１幼保一元化の実現を目指します。
また、学童保育については、各小学校単位での実施を検討します。
　中学生までの医療費助成制度を継続し、経済的支援や少子化対策に努めます。
　障害者が地域で安心して暮らせるよう、適切な福祉サービスの提供と社会参加の促
進に努めます。
　介護保険制度と福祉サービスの連携を図り、元気な高齢者に対する介護予防と福祉
サービスの充実を図ります。
　経済的に不安定な方に対する相談体制を強化し、経済的自立と生活意欲の助長を促
します。
　国民健康保険制度や国民年金制度、後期高齢者医療制度に対する理解を深めるため、
制度の周知を図ります。
　ボランティア団体や町民の協力を得て、地域に密着した福祉施策の充実に努めます。
自助、共助、公助の考え方を普及し、町民同士の助け合いを促進します。

２　生涯安心して暮らせる環境の充実

１　児童福祉の充実

２　障害者福祉の充実

３　高齢者福祉の充実

４　生活援護体制の充実

５　町民同士の支え合いの推進

※１幼保一元化　就学前の教育と保育を一体として捉え、一貫して提供する新たな枠組み。就業前の子どもに幼児教育・保育を提
供するとともに、地域における子育て支援も行う。

※２病後児保育　児童が病気の回復期にあって集団保育が困難な期間、保育所・医療機関等に付設された専用スペース等において
保育及び看護ケアを行う保育サービス。
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進し、障害者の社会参加を支援します。

（３）高齢者福祉の充実  ……………………………………………………………………………
　介護保険事業の健全運営と適切なサービス提供に努めるとともに、要介護の状態にな
らないよう介護予防を強化します。また、高齢者の生きがいづくりや多世代交流を促進
するため、就労の場や拠点施設の設置を推進するとともに、適切な介護施設等の整備を
促進します。
　一人暮らしや高齢者のみの世帯の増加に対応するため、介護保険を利用していない高
齢者への日常生活の支援等、住み慣れた地域で生活できるよう在宅高齢者福祉サービス
の充実を図ります。

（４）生活援護体制の充実  …………………………………………………………………………
　民生委員児童委員や関係機関等と連携して経済的に不安定な方の生活実態を把握し、
実情に即した適正な援護を推進します。また、自立と生活意欲を助長するため、生活相
談・生活指導の充実を促進します。
　国民健康保険制度や国民年金制度、後期高齢者医療制度に対する理解を深めるため、
広報紙や町ホームページでの制度の周知を図ります。

（５）町民同士の支え合いの推進  …………………………………………………………………
　高齢者等の生活を地域で支えていくため、町民同士の支え合い・助け合いの指針とな
る地域福祉計画の策定を検討します。
　地域福祉を担う体制を強化するため、多古町社会福祉協議会の機能の拡充や町、県と
の連携強化を推進します。
　福祉に対する意識を高めるため、学校教育や生涯学習の中で福祉に関する教育を推進
するとともに、広報紙等により意識啓発を図ります。

■成果指標
目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

270人196人認可保育所の入所者数を増加させる。認可保育所入所者数

15人0人保育サービス利用者を増加させる。家庭的保育事業サービス利
用者数

1箇所0箇所病時・病後時保育サービス、休日保育
サービスの充実を図る。

病時・病後時保育事業、休
日保育事業実施施設数

5箇所2箇所学童保育サービスの拡充を図る。放課後児童健全育成事業実
施施設数

15.0%13.0%介護予防事業等により、認定率の上昇を
抑える。要介護認定率

150人40人高齢者の生活改善を推進する。介護予防事業への参加者数

92.0%88.7%収納率の向上により、制度の維持を確保
する。国民健康保険税収納率
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■町民が参加できること
・家庭で子どもと対話するなど、子どもとの時間を増やします。
・家庭で対応できない作業等については、※シルバー人材センターを活用します。
・元気な高齢者はシルバー人材センターに登録します。
・日常行われている地域の助け合い活動に積極的に参加します。
・要介護者とならないよう、日頃から身体を動かすことを心がけます。
・年金制度など社会保障制度への関心を深めます。
・子育て支援サービスを有効に活用し、ゆとりある生活環境の充実に努めます。

※シルバー人材センター　定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた就業を提供し、健康で生きがいのある生
活の実現と、地域社会の福祉の向上のために設置された公益法人。
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３．暮らしの安全の確保
■現況と課題
　本町の地形は急傾斜地が多く、豪雨時の土砂崩れを防ぐため急傾斜地崩壊対策事業等を
実施していますが、道路の舗装化が進んだことや近年の異常気象による集中豪雨の多発に
より、民家が密集しているところでは道路の冠水が発生しています。特に市街地周辺では
住宅の浸水被害にまで及ぶこともあり、河川改修や都市基盤整備による水害に強いまちづ
くりが求められています。
　災害に備える体制を充実するため、多古町地域防災計画に基づき防災備品、防災行政無
線の整備を実施しています。今後は、異常気象に対応した体制づくりや町全体の防災体制
を強化していくことが課題です。
　火災に備えるため、消防施設の整備や車両・装備の高度化を実施しているほか、防火水
槽の整備を行っています。消防団では、若い世代の減少による団員の高年齢化が進んでお
り、団員の確保が課題です。
　防犯体制を強化するため、多古町青少年健全育成パイロット事業連絡協議会により、通
学時間帯の見守り活動や青色回転灯車による町内パトロールを実施しているほか、自主防
犯組織による防犯活動を実施しています。今後は、官民連携した取り組みを継続し、犯罪
の発生しにくい環境づくりが課題です。
　交通事故を防止するため、多古町交通安全計画に基づき関係機関と連携し、交通安全対
策や交通安全運動を実施しています。また、交通事故の多発している道路については安全
施設を整備しています。交通事故発生件数、死傷者数とも減少傾向にありますが、近年、
県内では高齢者の交通死亡事故の割合が高い傾向にあることを踏まえながら、交通事故の
防止に効果的かつ効率的に取り組むことが課題です。
　消費者トラブルについては、新たな手口によるトラブルが次々に発生し、周知が徹底し
にくい状況です。また、携帯電話やインターネットを介したトラブルが増加しており、被
害の対象は幅広い年代に及んでいます。町民がこうしたトラブルにあわないよう、啓発活
動を強化することが課題です。
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資料：地域防災計画

●広域避難場所一覧
避　　　難　　　地　　　区名　　　　　称

牛尾・船越・島の一部多 古 第 三 小 学 校 跡 地
水戸・工業団地多 古 工 業 団 地 管 理 棟
高野前・豊田・田町・林（五反田）・切通・広沼・染井の一部・本町
の一部・島の一部・居射多 古 第 一 小 学 校

井戸山・台作・高根・飯新町多 古 中 学 校
間倉・飯笹・喜多・五辻多 古 第 二 小 学 校
一鍬田多古第二小学校一鍬田校舎跡地
出沼の一部・十余三・御料地十 余 三 小 学 校 跡 地
高津原興 新 小 学 校 跡 地
谷三倉・次浦・西古内・本三倉久 賀 小 学 校 跡 地
坂・南玉造・柏熊・塙・方田・宮本・川島常 磐 小 学 校
北中東部・北中西部・坂並・南中第一・南中第二・南借当・南並木中 村 小 学 校
大門・檜木・出沼の一部・大穴久 賀 小 学 校
大原内・新町・堀之尻・染井の一部・本町の一部・仲町県 立 多 古 高 等 学 校

資料：香取広域市町村圏事務組合

●火災発生件数などの推移

損害額
（千円）

焼失面積（㎡）死

者
（
人
）

負
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者
（
人
）

り
災
人
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（
人
）

り
災
世
帯（
世
帯
）

火災発生件数（件）

年　　次
その他林　野建　物

総
　
　
数

建物以外の火災建　物　火　災

小
　
計

そ
の
他

林
　
野

車
　
両

小
　
計

部
分
焼

半
　
焼

全
　
焼

９２，７３７ ２，３７０ ８００  ５７３００１７５１４８３２３６２０４平成１７年

８０，６６３   ６６８   ０  ５９４１０１７５５２１０１３１０２平成１８年

８２，６５７     ０１，４００２，０４４０２１２４１０４０２２６２０４平成１９年

２５，１７０６８，１５０  ２００  ４９６４０１１４１２６３１２６１０５平成２０年

   ５５５     ０７，７００   ２７０１１０３９３１２０６５１０平成２１年

　単位：件

資料：香取広域市町村圏事務組合

●出火原因別火災件数の推移

計その他放火電気関係焚火タバココンロ・炉・
ストーブ年　　次

１４４０２５１２平成１７年
５３０００２０平成１８年
１０５０２２０１平成１９年
１２１００１１００平成２０年
６１００４０１平成２１年
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■基本方針

 

　単位：件

資料：千葉県警犯罪統計

●刑法犯罪発生件数の推移
計その他粗暴犯知能犯風俗犯窃盗犯凶悪犯年　次
１３５２７７６１ ９３１平成１７年
１４０１９４４１１１１１平成１８年
１５２１８５３０１２５１平成１９年
１３９１０６５３１１４１平成２０年
１３０１５６４１１０３１平成２１年

資料：香取警察署多古幹部交番

●交通事故発生状況の推移

0

20

40

60

80

100

120

140

0

30

60

90

120

150

180

210

平成16年 17年 18年 19年 20年 21年

発
生
件
数(

件)

死
傷
者
数(

人)

99

116

3

107

146

2

86

96

4

82

105

2

58

69

1

63

78

0

発生件数

負傷者
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　水害や土砂災害、地震災害等の自然災害に対して、その発生予防と発生時の被害を
極力少なくするため、町民の防災意識の高揚等を含めた災害に強いまちづくりに努め
ていきます。
　火災の発生を予防し、火災発生時の人命救助、消火を迅速に行うことの出来る消防
体制の充実に努めていきます。
　犯罪の発生を防止するため、防犯意識の向上や地域住民による犯罪を防止する活動
を強化し、犯罪の発生しにくい環境づくりに努めます。
　交通安全運動の実施や交通安全意識の啓発を推進し、交通事故を未然に防ぎます。
また、高齢者の交通事故の撲滅を目指します。
　消費生活に関する正しい知識や情報を提供するとともに、関係機関と連携して相談
体制の充実を図ります。
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■施策の体系

■施策の内容
（１）治山・治水対策などの推進  …………………………………………………………………
　急傾斜地の崩壊による土砂災害を未然に防止するため、崩壊防止対策工事について関
係機関へ要請します。また、水害等の災害防止のため、関係機関と連携して道路側溝や
流末排水路の整備を推進するとともに、河川管理者に対して河川改修を要請します。

（２）災害対策の確立  ………………………………………………………………………………
　※地震ハザードマップや要援護者避難支援プランを作成し、防災意識の高揚を図りま
す。また、耐震改修促進計画に基づき耐震化を促進するとともに、災害に対する各戸で
の備えを啓発します。
　災害発生時において効率的な情報伝達を行うため、防災行政無線の戸別受信機の整備
を推進し、要援護者の把握や地域の自主防災活動を促進します。
　地域の自主的な防災組織の育成を支援するとともに、周辺市町との連携体制の強化を
推進し、重大災害に備えます。

（３）消防体制の充実  ………………………………………………………………………………
　防火訓練や防火運動等の意識啓発活動を通じて、防火に対する意識を高め、自主的な
防火活動を育成するとともに、町民と行政が協力して火災予防を推進していきます。
　火災の多様化等に対応するため、車両や装備の高度化、防火水槽の整備等を推進し、
災害時に迅速に対応できる体制を強化します。
　非常備消防設備の整備と消防団員の確保に努め、地域の実情にあわせた消防団組織を
確立し、地域消防力を維持、継続します。

（４）防犯対策の推進  ………………………………………………………………………………
　広報紙や防災行政無線等を活用して、防犯意識の啓発を推進します。
　防犯体制の充実を図るため、自主防犯組織を支援し、警察や防犯指導員、小・中学校
等と連携した防犯組織の確立を促進します。
　犯罪の発生しにくい環境を整備していくため、防犯灯等の防犯施設の整備、改善を推
進します。

３　暮らしの安全の確保

１　治山・治水対策などの推進

２　災害対策の確立

３　消防体制の充実

４　防犯対策の推進

５　交通安全対策の推進

６　消費者の自立

※地震ハザードマップ　過去の経験に基づいて被害を予測し、住民が安全に避難できるように、予想される被害の範囲や被害の程
度、避難場所、避難経路や避難方法などを地図上に示したもの。
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（５）交通安全対策の推進  …………………………………………………………………………
　歩行者の安全確保や自動車交通の円滑化を図るため、多古町交通安全計画に基づき安
全施設の整備を行うとともに、関係機関に対して歩道や信号機の設置を要望します。
　交通事故を未然に防止するため、児童・生徒や高齢者を対象とした交通安全教室を実
施します。

（６）消費者の自立  …………………………………………………………………………………
　消費者トラブルを未然に防ぐため、広報・啓発活動を継続して実施します。また、関
係機関との連携を強化し、相談体制の充実を図ります。

■成果指標

■町民が参加できること
・消防団や自主防災組織の必要性を再認識し、防災活動に協力します。
・避難場所や避難経路を覚えるとともに、非常時のための食糧等を確保します。
・日頃から防犯や交通安全に関心を持ちます。
・子どもたちの通学時の見守りに協力します。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名
25団体20団体地域の防災力を強化する。自主防災組織数
前年より
減少9件火災発生を抑制する。火災発生件数

前年より
減少130件犯罪を起こさせない地域づくりを目指す。犯罪発生件数

前年より
減少63件交通事故発生を抑制する。交通事故発生件数
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第３節　ともに学び文化を育むまちづくり

１．教育環境の充実
■現況と課題
　本町には町立幼稚園が４園あり、町内全域から通園が可能になっています。多古幼稚園
では、平成２０年度から預かり保育を、平成２２年度からは複数年保育を本格実施し、園児数
は増加しましたが、他の園では定員を大幅に下回っています。指導方法の充実や教職員の
資質向上など、教育の質を高めるとともに、園児数の減少と保育ニーズの変化を踏まえ、
就学前教育と保育を一体的に捉えた体制づくりが課題です。
　本町には小学校が５校と中学校が１校、県立と私立の高等学校が各１校あります。少子
化を反映して児童・生徒数は年々減少傾向にありますが、地域の様々な職種の方を講師と
した学習や地域における職場体験、小・中学校、高等学校の交流など、多古町らしい教育
を進めています。また、地域の行事等に積極的に参加し、地域住民との交流を推進してい
ます。
　今後は、小・中学校、高等学校の連携を強化し、地域に根ざした特色ある教育をさらに
推進するとともに、子どもたちが町の歴史や文化に触れる機会を増やし、町への愛着を深
めることが課題です。

　単位：人　各年５月１日現在

資料：教育課

●幼稚園への就園状況
４・５歳児
計その他町内・外

保 育 園町内幼稚園年　　次

２７０２２ ９６１５２平成１７年
２５３２４１０３１２６平成１８年
２２７３０ ８４１１３平成１９年
１９７２３ ７３１０１平成２０年
１６７１８ ６３ ８６平成２１年
１７７１１ ７０ ９６平成２２年

　各年５月１日現在

資料：学校基本調査

●小・中学校の学級数、児童･生徒数の推移
中学校の状況小学校の状況

年　次 教員数
（人）

生徒数
（人）学級数教員数

（人）
児童数
（人）学級数入学者数

（人）
３２５０５１６１１５９１１４９１４１平成１８年
３２４９７１７ ７６８８３４９１３１平成１９年
３２４６７１７ ７３８４０４８１１７平成２０年
３１４８３１７ ７０７８１４７１１２平成２１年
３２４７２１７ ７１７１７４５ ９３平成２２年
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■基本方針

■施策の体系

■施策の内容
（１）幼児教育の推進  ………………………………………………………………………………
　家庭と幼稚園の連携を強化するとともに、幼稚園において、子育てに関する相談体制
の充実を図ります。
　幼児教育や保育へのニーズに対応するため、各園の教職員の連携を密にし、職員の資
質の向上を図ります。また、小学校教育と連続性を持った教育を行うため、保育所・幼
稚園・小学校の交流活動を推進します。
　多様化する子育てニーズに対応するため、幼稚園の一部統合をはじめとして、就学前
教育と保育を一体的に提供する幼保一元化を推進します。

（２）学校教育の充実  ………………………………………………………………………………
　地域の自然や歴史を活かし、地域住民の協力のもと、キャリア教育を中心とした特色
ある教育を実践します。また、開かれた学校づくりを推進し、地域の行事等への児童・
生徒の参加により、地域住民との交流の強化や郷土愛の醸成につなげます。
　食育や国際理解教育、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した情報教育等を推進し、社会
の変化に対応した教育の充実を図ります。また、小・中学校、高等学校の連携した※異

　各年５月１日現在

資料：学校基本調査

●多古高等学校の学級数、生徒数の推移
教　員　数
（人）

生　徒　数
（人）学　級　数年　　次

３５４７５１２平成１８年
３６４５６１２平成１９年
３４４５８１２平成２０年
３４４６４１２平成２１年
３６４７４１２平成２２年

　すべての幼児がその成長・発育の段階に即した適切な教育を受けることができるよ
う、家庭教育と幼稚園教育の充実に努めます。
　社会環境の変化に対応した、就学前教育と保育を一体的に実施する幼保一元化を推
進します。
　小・中学校と高等学校の連携など、地域に根ざした特色ある教育の推進や新たな教
育課題に対応した指導体制の強化を図り、地域の教育環境の充実に努めます。

１　教育環境の充実
１　幼児教育の推進

２　学校教育の充実

※異校種間交流　小学校、中学校、高等学校など種類の異なる学校間の交流のこと。
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校種間交流を推進し、年齢の違う児童・生徒の社会性や助け合いの心の育成、教員間の
指導技術の向上など、教育効果を高めます。
　不登校児童・生徒に対しては、教育支援センターを通して学校生活への復帰に向けた
的確な支援を行います。また、特別な支援を必要とする児童・生徒に対する教育・相談
体制の充実を図ります。
　情報化、国際化への対応、複雑化する児童・生徒の心の問題など、新たな教育課題を
解決するため、教職員の研修を充実し、指導体制の強化を図ります。
　スクールバスの運行を継続し、児童の登下校の安全を確保します。また、就学児童の
減少に対応した教育施設のあり方を検討します。
　大学等の高等教育機関への進学を支援するため、奨学金制度など各種支援制度の情報
提供と進学に係る経済的負担を軽減する育英制度の充実を図ります。

■成果指標

■町民が参加できること
・家庭で子どもとの対話を増やします。
・学校教育に関する理解と関心を深め、開かれた学校づくりの推進に協力します。
・学校や幼稚園の教育方針や教育活動を理解し、参加、支援します。
・キャリア教育の推進に協力します。
・多古高等学校が実施する地域連携活動に参加、協力します。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

50団体35団体地域に密着した教育を推進するための職
場体験受入れ企業・団体を確保する。

キャリア教育協力企業・団
体の数
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２．生涯を通じた学びの場づくり
■現況と課題
　本町では、コミュニティプラザや公民館において各種講座・教室が開催されており、そ
れらを通じて発足した自主サークルや文化団体の活動が活発に行われているなど、自主的
な活動が積極的に行われています。しかし、参加者の大半は女性であることから、今後は、
団塊世代の男性や若い世代のニーズに合った講座・教室を実施するなど、生涯学習活動の
裾野の拡大が課題です。
　図書館活動は、公民館の一室で行っています。毎年、計画的な書籍の購入を行い蔵書数
を増やしていますが、読書スペースの不足や施設の老朽化等により利用者数、貸出数は横
ばいとなっています。今後は、新たな図書館機能を持った施設整備を検討し、サービスを
拡充することが課題です。
　また、文化ホールは、文化団体やサークルが日ごろの活動成果を発表する場として中心
的な役割を果たしています。主催事業として行っている各種の公演には、町民はもとより
町外からも幅広い年代層の参加がみられますが、今後は、町民がより質の高い多様な芸術
文化に触れることができるよう鑑賞機会を充実することが課題です。
　本町には、寺社や長い歴史の中で受け継がれた文化財が多く存在しています。文化財審
議会や町民からなる郷土史の会を中心に、これらの研究や保管が行われていますが、収蔵、
展示する場は十分とはいえない状況です。今後は、文化財保存の体制強化を図り、本町の
歴史や文化を正しく伝え、後世に残していくことが課題です。
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　平成２２年度

資料：教育課

●学級・講座の開設状況

学　　　習　　　内　　　容対　　　象定員
（人）名　　　　称

地域の方を講師に、様々な体験学習を実施小学４～６年３６ジュニア・カレッジ
自然の中にあるものをきれいな作品に仕上げる一　般７押 し 花 教 室
精神を統一し、独特の体操を学ぶ一　般２０健 康 ヨ ガ 教 室
人気のビーズアクセサリーを手作りする高校生以上１５ビ ー ズ 教 室
外国人の先生による英会話教室５～７歳４０キ ッ ズ 英 語 教 室
親子で仲良く料理作り小学生親子１５組親 子 料 理 教 室
英会話の基礎を学ぶ高校生以上２０英 会 話 教 室
オリジナルの茶碗や皿を作る中学生以上２０陶 芸 教 室
筆と絵の具で木製品に絵を描く一　般２０トールペイント教室
和の雰囲気で花を生ける高校生以上２０生 け 花 教 室
味わい深い年賀状の書き方を学ぶ一　般２０手作り年賀状教室
フラダンスを基礎からやさしく学ぶ一　般２０フ ラ ダ ン ス 教 室
簡単なものからプロが親切に指導一　般１８日 曜 大 工 教 室
エコクラフトテープ（紙バンド）でバッグを作る一　般１５エコクラフト教室
サッカーを楽しみ、友達の輪を広げる小学生５０ジュニアサッカー教室
初心者向け、３時間程度の登山コース一　般６０健 康 登 山 教 室
プロ指導者のレッスンで、メキメキ上達小学５・６年３０ジュニアゴルフ教室
初心者向け、クラブの握り方から教えます中学生以上３０ゴ ル フ 教 室
軟式ボールを使って、基礎からレッスン小学３～６年、一般３０ソフトテニス教室
バドミントンを楽しみながら、技術向上を図る小学５年以上３０健康バドミントン教室
３時間程度の初心者向けコースを歩く小学生親子・一般６０健康ハイキング教室
卓球の技術向上と健康増進を図る小学４年以上５０健 康 卓 球 教 室
無理せず、ゆっくりウォーキング小学生親子・一般６０健康ウォーキング教室

資料：教育課

●開館日数・蔵書冊数・利用者数の推移
他館借受冊数（冊）年間貸出冊数（冊）蔵 書 冊 数（冊）開 館 日 数（日）年　　次

５５９１７，４２３１８，７０４３４０平成１７年度
４７６１８，１８８２０，０６７３３３平成１８年度
６０２２０，８５３２１，３１９３３８平成１９年度
１，０６７２１，０８２２２，５８９３３８平成２０年度
８７６２２，３６１２３，８４０３３７平成２１年度

　単位：冊　平成２２年４月現在

資料：教育課

●分野別図書室蔵書数

計
そ
 の
 他

文
　
　
学

言
　
　
語

芸
　
　
術

産
　
　
業

技
　
　
術

自
然
科
学

社
会
科
学

歴
　
　
史

哲
　
　
学

総
　
　
記

区　分

２３，８４０２，８３６９，５９１２６２１，５８４６６５１，８８３１，５２８１，４４２２，１３９４９５１，４１５総　数
１７，３９８２０７，７６８２１５１，２６０５５５１，７１９９７０１，２９２１，８３１４５４１，３１４一般書
６，４４２２，８１６１，８２３４７３２４１１０１６４５５８１５０３０８４１１０１児童書
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資料：教育庁文化財課

●指定文化財の状況
名　　　　　　称指定区分

妙光寺鰐口

町指定

日本寺扁額
千葉胤直の墓
逆さ公孫樹
牛尾の蛇祭り
松崎神社の木鼓
木食上人入定跡
旧中村檀林
能満寺鐘楼門
妙興寺鐘楼
妙興寺山門
日本寺山門
日本寺鐘楼
竹林山妙光寺題目板碑
栗山川流域遺跡群出土丸木舟

名　　　　　　称指定区分
渋谷嘉助旧宅正門

国登録 木内家住宅主屋
木内家住宅旧蔵
木内家住宅旧店舗

名　　　　　　称指定区分
農村生活用具

県指定

多古のしいかご舞
北条塚古墳
木造伝妙見菩薩倚像
しゃくし塚古墳
多古台遺跡群№３地点５号墳出土遺物
塙台遺跡弥生再葬墓出土遺物

　単位：件

資料：教育課

●文化ホール利用状況
計町行事関係学校関係貸 し 館自主事業年　　次
５８４１８２５１１平成１７年度
８１３３４３２１２平成１８年度
６８４３０２４１０平成１９年度
６７５１８３２１２平成２０年度
６１４１６３１１０平成２１年度

　単位：人

資料：多古町文化協会

●芸術文化活動団体会員数推移

計
手

芸

ダ
ン
ス

郷
土
史

カ
ラ
オ
ケ

書

道

将

棋

囲

碁

コ
ー
ラ
ス

園

芸

舞

踊

詩

吟

民

謡

俳

句

短

歌

陶

芸

絵

画

写

真

華

道

茶

道

名
　

称

１，０１６９１５２１４３８１７２４０３９２１９５３７７０２０２２３２５８５２６３２８平成１７年度
１，０２６１２９５４１４３７２７０４０４０１７９７３３６３２０２２３１５６４６６４２９平成１８年度
９９３１２０５８１３７７３７０４０４０１５９４３５７０２０２０２４４３４６５８３０平成１９年度
９５５１１８６２１３２６２７０４０３９１０９５３４７０２０１９２６４５４５４３２５平成２０年度
８７２６１０６６７１２０５８７０４０４２１０７２３３５４２０１９１８４１３４４２２０平成２１年度

　単位：件

資料：教育課

●多古町コミュニティプラザ利用状況

計スポーツ
団　　体

そ の 他
各種団体企業関係学校関係公共団体青 少 年

関　　係
社会教育
関　　係女性団体年　　次

２，５９２５９６６４８３１１７８２６５７０５２３１１平成１７年度
２，８２７６５０７０７３３９８５２８６２２５７３３９平成１８年度
２，７５３６３３６８８３３０８３２８６０６５５３３０平成１９年度
２，４８１５７１６２０２９８７４２５５４６５０２９７平成２０年度
２，５９５５９７６４８３１２７８２６５７１５２３１１平成２１年度
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■基本方針

■施策の体系

■施策の内容
（１）生涯学習の充実  ………………………………………………………………………………
　生涯学習活動の裾野を広げ、かつ内容の拡充を図るため、性別や年齢別等の町民の
ニーズを把握し、それらに対応した幅広い分野の学級・講座の開設を推進します。また、
生涯学習に関する情報の提供を強化します。
　生涯学習活動を支える体制と人員を確保するため、推進体制を強化するとともに、生
涯学習ボランティアの拡充を促進します。
　生涯学習活動の拠点となっているコミュニティプラザの有効利用をさらに進めるため、
利用方法の多様化など、町民相互の交流の場としての活用を促進します。
　公民館内に併設されている図書室の蔵書数やサービス内容の拡充、学習活動の展開等
の機能強化の要望に対応するため、図書館の整備を検討します。また、町民の利便性向
上のため、図書貸し出しに関する町外の図書館との連携強化と図書検索システムの運用
の拡充を推進します。

（２）多古町文化の育成  ……………………………………………………………………………
　芸術文化の振興を図るため、現在実施している公演を基本として、一般的に鑑賞する
機会の少ない伝統芸能やクラシック音楽等も含め、多様な分野の公演を充実します。
　生涯学習の推進や文化活動の発展を図るため、各種活動に要する経費について補助を
行います。
　コミュニティプラザや文化ホールを有効に活用するため、施設予約等の利用システム
の改善を推進するとともに、文化ホールの運営能力を高めるための専門職員の配置を検
討します。
　多古町の歴史的文化資源を後世に伝えていくため、文化財の整理・保存・活用を推進
します。
　訪問者の利便性を図り、町指定文化財の所在を明確にするため、回遊ルートの開設や
案内板の設置・更新を行うとともに、ボランティアによる解説機会を増やすなど情報提
供を強化します。

　生涯学習活動を拡充するため、推進体制の強化や人材の掘り起こし、育成を進めます。
　図書館活動は、施設の移転等に向けた検討を行い、サービスの充実を図ります。
　芸術に対する高い感性を養うため、芸術文化を鑑賞する機会の提供を行います。
　本町の持つ歴史や文化財の保存、継承に努めます。

２　生涯を通じた学びの場づくり
１　生涯学習の充実

２　多古町文化の育成
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■成果指標

■町民が参加できること
・多古町の文化や歴史を積極的に学びます。
・自らが多古町の歴史や伝統に誇りを持ちます。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

100%99%コミュニティプラザの利用頻度を高め、
生涯学習活動を推進する。

町民のコミュニティプラザ
年間利用率

4人2人町民による歴史文化の伝承を強化する。歴史文化の伝承に関わるボ
ランティア数
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３．地域における人材育成
■現況と課題
　本町では、生涯学習活動として歴史散歩を実施するなど、町民が町の歴史や文化に触れ
る機会を提供しています。また、子どもたちが町の歴史や文化を学習できるよう、学校教
育副読本を作成しています。こうしたなか、郷土への関心が高いのは高齢者が中心であり、
若年層は低い傾向にあります。本町の魅力を対外的に発信する力を高めるためにも、子ど
もから高齢者まで町民自らが町の歴史文化に親しみ、学び、再発見し、郷土愛を育むこと
が課題です。
　青少年の育成においては、家庭教育学級を実施するほか、青少年相談員連絡協議会や子
ども会育成連絡協議会による各種イベントの開催や各小学校単位でのコミュニティ活動を
通して、子ども同士や大人とのコミュニケーションづくりを促進しています。また、平成
１９年度から国際交流事業として多古中学校生徒のニュージーランドへの派遣と現地生徒の
受け入れを実施しており、子どもたちに多様な体験機会を提供しています。地域の見守り
活動については、警察や学校、協力者で構成する多古町青少年健全育成パイロット事業連
絡協議会の活動として、通学時間帯の見守りや青色回転灯車による町内パトロールを実施
していますが、活動の中心は児童・生徒の保護者で、継続して活動に携わるボランティア
は十分とはいえない状況です。
　本町では、「多古の子　町の子　みんなの子」というスローガンのもと、町全体で子ども
たちを育成していこうとする考え方が定着していますが、引き続き、この取り組みを継続
していくことが課題です。

■基本方針

■施策の体系

　本町への興味や関心を高めるため、歴史的文化資源や森林、農地など町の魅力に触
れる機会を増やすとともに、これらを広く発信し、郷土愛を醸成します。
　「多古の子　町の子　みんなの子」というスローガンのもと、地域の子どもは地域全
体で見守り、育てるという理念をもって、青少年健全育成を推進します。

３　地域における人材育成
１　郷土愛の育成

２　青少年の健全育成
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■施策の内容
（１）郷土愛の育成  …………………………………………………………………………………
　生涯学習等において郷土の歴史文化を学習する場を充実するとともに、小・中学校向
けにも学習する機会を提供するなど、町の歴史や文化に対する理解を深め、後世に伝え
られる人材を育成します。また、町の歴史や文化への関心を高めるため、歴史・文化財
マップの作成や町ホームページへの情報掲載等を推進します。

（２）青少年の健全育成  ……………………………………………………………………………
　青少年の健全育成の基本となる家庭教育を充実するため、小・中学校の家庭教育学級、
幼児家庭教育学級、祖父母家庭教育学級等を推進します。
　地域社会における青少年の健全育成を図るため、学区コミュニティ推進活動事業等の
取り組みを推進するとともに、青少年活動を適切に支えるため青少年相談員連絡協議会
と子ども会育成連絡協議会の連携をさらに強め、青少年の健全育成に向けた指導体制の
強化を図ります。
　青少年の活動機会を充実させるため、中学生の国際交流事業、多古っ子カレッジ事業
等を推進します。
　青少年を地域で見守るネットワークを構築するため、パイロット事業、学区コミュニ
ティ事業等を推進し、学校・地域・行政の連携強化を図ります。

■成果指標

■町民が参加できること
・子どもたちの郷土愛を深める活動に参加し、協力します。
・「多古の子　町の子　みんなの子」の意識を持って、地域の子どもたちを見守ります。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

65人61人多古町について学ぶ町民を増やし、理解
促進を図る。

多古町の歴史を学ぶサーク
ルや講座への参加者数

211人211人少子化が進むなか、家庭教育について学
ぶ場を増やし、現状を維持する。家庭教育学級への参加者数

90人84人青少年健全育成ボランティアを確保し、
地域の見守り活動を強化する。

青少年の見守り活動に参加
する町民の数
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第４節　活気と賑わいのあるまちづくり

１．農業の振興
■現況と課題
　本町の基幹産業である農業は、ブランド米である「多古米」や全国第２位の生産高を誇
る「やまと芋」を中心として多品種にわたる農作物が生産されているほか、養豚や酪農等
も行われ、稲作、畑作、畜産のバランスのとれた構成となっています。
　質の高い本町の農産物は農協を通じた出荷のほか、道の駅多古での直売やインターネッ
ト販売など販路が拡大しています。大消費地に近い立地を活かし、新鮮で質の高い農産物
を安定的に供給するとともに、消費者の購買動向の把握や年間を通じた品揃えの充実など
に努めることが必要です。
　比較的規模の大きい畑作農家や畜産農家では後継者がみられるものの、稲作については、
小規模な兼業農家が主体となっているのが実情です。これらを踏まえながら、若者にとっ
て魅力的な農業となるよう、農地の集約化や集落営農など生産体制を強化し、後継者を確
保して行くことが課題です。また、体験型農業等の、農業を核としながら他の産業を融合
させた新たな産業振興を推進し、町の活気を高めることも課題です。

 

　単位：戸

資料：農林業センサス（２月１日現在）
※昭和６０年は、自給的農家数を含む

●農家数の推移
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■基本方針

■施策の体系

　首都圏への新鮮な農作物供給地としての機能を維持するため、生産環境や体制の整
備を支援し、質の高い新鮮な農産物の安定的な生産を促進します。
　農地の集積や集落営農を促進し、耕作放棄地の解消や後継者の確保に努めます。
　特産品の開発や消費者ニーズに合わせた生産を推進し、農産物の魅力を高めます。
　農産物のPRと流通体制の強化を図り、販路拡大に努めます。
　農業を核とした、地域に活気と賑わいをもたらす新しい産業振興を図ります。

１　農業の振興

１　生産環境の整備

２　生産体制の強化

３　産地化の促進

４　畜産業の振興

５　後継者の育成

６　指導・流通体制の強化

７　総合的な推進体制の確立

※３０ａ未満の実数欄の（　）内数字は、自給的農家数。　　　　　　　　　資料：農林業センサス（２月１日現在）
※平成２年調査より、自給的農家数を算出。総数には含まない。

●経営耕地規模別農家数の推移
総　　数２００ａ以上１５０～２００ａ１００～１５０ａ５０～１００ａ３０～５０ａ３０ａ未満

年　次 構成比
（％）

実　数
（戸）

構成比
（％）

実　数
（戸）

構成比
（％）

実　数
（戸）

構成比
（％）

実　数
（戸）

構成比
（％）

実　数
（戸）

構成比
（％）

実　数
（戸）

構成比
（％）

実　数
（戸）

１００．０２，２６０１７．５３９５２２．４５０７２５．１５６７２０．２４５７７．９１７９６．９１５５昭和６０年

１００．０１，９５９２０．５４０２２０．５４０１２６．０５０９２２．６４４４９．５１８６０．９
 １７

（１６０）
平成２年

１００．０１，７７０２２．５３９９１９．８３５０２５．０４４３２２．５３９８９．４１６６０．８
 １４

（１３９）
平成７年

１００．０１，５７９２３．８３７６１７．５２７７２３．７３７４２５．２３９８８．８１３９１．０
 １５

（１６４）
平成１２年

１００．０１，３８２２６．９３７２１５．６２１６２３．７３２８２６．５３６６５．９ ８１１．４
 １９

（１９７）
平成１７年
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■施策の内容
（１）生産環境の整備  ………………………………………………………………………………
　※水田の汎用化や農地の耕作条件を向上させるため、かんがい排水事業等を推進しま
す。また、房総導水路排水機場の適正な更新・修繕を行い、機能維持を図ります。

（２）生産体制の強化  ………………………………………………………………………………
　集落営農に向けた取り組みを行う稲作や畑作農家に対して補助制度を実施するなど、
農地の集約化や集落営農、農業経営の法人化を促進します。
　農業経営の近代化を推進するため、農業近代化資金や農業経営基盤強化資金に対し利
子補給を行います。

（３）産地化の促進  …………………………………………………………………………………
　首都圏における新鮮な食料の産地としての知名度を向上させるため、消費者の需要に
応じた質の高い農産物や地域の特色に応じた特産品の生産と、その特産品を生かした商
品開発の取り組みに対する支援や機会の創出を促進します。

（４）畜産業の振興  …………………………………………………………………………………
　良質な畜産物の供給と経営基盤の充実を図るため、生産環境の整備と衛生対策の強化
を促進します。

（５）後継者の育成  …………………………………………………………………………………
　農業後継者を育成するため、経営の安定化等による農業の魅力の向上を促進します。
また、生産者と消費者との交流事業・体験農業等を通じて新規就農者の育成を促進しま
す。

（６）指導・流通体制の強化  ………………………………………………………………………
　農業生産技術の向上と流通ルートの拡大を図るため、高度な技術の習得や経営能力の
育成、道の駅をはじめとする直売施設やインターネットなどの通信販売による農産物販
売等の消費者と直結した流通体制の充実を促進します。

（７）総合的な推進体制の確立  ……………………………………………………………………
　農業振興に総合的に取り組むため、生産者や農業協同組合等と連携して、農業振興の
ための総合的な推進体制の確立を促進します。
　体験型農業による都市と農村との交流など、農業を核としながら地域産業と連携した
新たな産業の振興を図ります。

 

※水田の汎用化　水田で畑作物を栽培できるよう、排水路や暗きょを整備して水はけをよくすること。
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■成果指標

■町民が参加できること
・地域で取れた農産物を積極的に購入し、地産地消を推進します。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

145.7ha145.7ha耕作放棄地の増大を抑制し、生産体制の
強化と環境保全を推進する。耕作放棄地の面積

15社13社農業の近代化と就農者の確保を図る。農業生産法人数
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２．工業の振興
■現況と課題
　昭和６１年に操業開始した多古工業団地には、現在１１企業が進出しており、成田国際空港
に隣接する生産・流通拠点となっています。団地内の企業の多くは、２０年にわたり継続し
て本町の雇用の拡大や町税の確保等に大きく貢献しています。
　しかし、町内の工業団地はこの１か所だけで他に企業進出が進まないため、本町の大き
な課題である就業の場の確保も難しい状況にあります。
　今後、成田国際空港の離発着回数の増加や圏央道の（仮称）多古インターチェンジの設
置が予定されているなど、多古町の企業立地条件がさらに高まることが想定されることか
ら、これらを好機と捉え、土地利用の見直しと合わせて、企業が立地しやすい環境を整備
することが課題です。

 
資料：工業統計調査（Ｘは秘匿、－はデータなし）

●製造業の推移（産業中分類別）
製造品出荷額等（万円）従業者数（人）事業所数

年　　　次
H.２０H.１９H.１８H.１７H.１６H.２０H.１９H.１８H.１７H.１６H.２０H.１９H.１８H.１７H.１６

４，８２４，６４８５，２９０，０６６５，００５，０８９４，７４０，１２７４，１８６，１８３１，５１７１，５６２１，４５０１，３９１１，１８５４０４６４３３９３９総 数
１，３２７，５２９１，３３１，０３７１，３４６，７９７１，３０１，０２５１，２９５，１１４  ３５１  ３３３  ３５５  ３３５３２７ ９ ９ ９ ８１０食 料 品

XXX－－    ７    ６    ６－－ １ １ １－－飲料・たばこ
XXX－－   １０   １０    ８－－ １ １ １－－衣 服
XXXXX   １４   １４   １０   １１ １９ ２ ２ ２ ２ ２木材・木製品
XXXXX    ６    ９    ９    ９  ９ １ ２ ２ ２ ２家具・装備品
－－－－－－－－－－－－－－－紙・同加工品

  ２９３，３１７  ６９３，５６４  ６５５，１０１  ４６２，０４３X  １０６  １７９  １５１  １７２ ２０ ３ ５ ４ ４ ２出 版 ・ 印 刷
  ４８２，０６５XXXX  １０１   ８５   ９５   ９１ ８５ ３ ２ ２ ２ ２化 学

－XXXX－    ６    ６    ６  ６－ １ １ １ １石油・石炭製品
－X－－－－   ５０－－－－ １－－－ゴ ム 製 品
－－－－－－－－－－－－－－－皮 革 製 品

   ５４，０８４   ５５，５７６   ６６，９９９   ６７，５８１   ７２，５５７   ３３   ３４   ３１   ３３ ３５ ３ ３ ３ ３ ３窯業・土石製品
－－－－－－－－－－－－－－－鉄 鋼
XXXXX   １８   １６   １４   １４ １７ １ １ １ １ １非 鉄 金 属

１，８６０，８０８１，７９９，０３２１，８１２，０９６１，８９７，５９０１，６７４，２７５  ５７４  ５０７  ４７７  ４３３３５８ ５ ６ ６ ６ ５金 属 製 品
   ７７，３８９   ８０，８７５   ７９，７８９   ６４，８６７   ６１，２４８   ５７   ５２   ４２   ３６ ３６ ４ ４ ４ ３ ３一 般 機 械

XXXXX   ７１   ６５   ７１   ６１ ６２ １ １ １ １ １電気機械器具
－－－－－－－－－－－－－情報通信機械
XXXX   １７   １３   １５   １６ １ １ １ １－電子・デバイス
－－－－－－－－－－－－－－－輸送用機械器具
－－－－－－－－－－－－－－－精密機械器具

  ４３０，４３８  ４１９，５１０  ３９８，１６７  ３９１，２４１  ３６６，５９６  １４８  １７９  １５６  １７０１６５ ４ ５ ４ ４ ５プラスチック
XXXXX    ４    ４    ４    ４ ４６ １ １ １ １ ２そ の 他
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■基本方針

■施策の体系

■施策の内容
（１）企業誘致  ………………………………………………………………………………………
　成田国際空港に隣接していることや圏央道の（仮称）多古インターチェンジの設置等
を活かし、土地利用の見直しと合わせて交通網の整備や用地の確保を推進します。また、
本町の立地条件をPRするとともに、進出企業への優遇措置を検討するなど、企業が立地
しやすい環境整備を推進します。

（２）既存工業への支援  ……………………………………………………………………………
　多古工業団地内の環境保全や生産環境を維持するため、支援を行います。

■成果指標

■町民が参加できること
・町内の企業立地に際しては、人材確保等に協力します。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名
4,950,000
万円

4,824,648
万円

企業誘致を推進し、製造品出荷額等の増
加を目指す。製造品出荷額等

　成田国際空港の機能拡大や圏央道の整備に合わせて、企業が立地しやすい環境整備
を推進し、新たな企業の進出と、雇用の場の創出を促進します。
　また、現在の工業団地の生産環境の維持を図ります。

２　工業の振興
１　企業誘致

２　既存工業への支援
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３．商業の振興
■現況と課題
　本町は、中心市街地から幹線道路が放射状に延びた、古くから交通の要衝であり、商業
拠点とも位置づけられていましたが、近年は、町内外の大型小売店へ買い物に行く町民が
増加しています。中心商店街では、空き店舗を活用したギャラリーの開設やポイントカー
ドの導入など、顧客の確保に努めていますが、経営者の高齢化等の影響もあり、閉店する
店舗が増加しています。
　高齢化が進むに連れて、身近な商店街は日常生活の買い物の場としてだけでなく、地域
のコミュニケーションを活性化する場として期待されています。また、中心商店街には多
古高等学校が隣接しており、高校生からも活性化が期待されています。今後は、社会の変
化に対応しながら、地域資源を活かした商店街の活性化を促進し、地域全体の活力を高め
ていくことが課題です。

■基本方針

■施策の体系

　中心商店街活性化に向けた地元主導の取り組みに対して、関係団体と共同で支援し
ます。

３　商業の振興
１　魅力ある商店街・拠点の形成

２　経営の安定化対策の推進

資料：商業統計調査

●卸売 ・ 小売商業の推移
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■施策の内容
（１）魅力ある商店街・拠点の形成  ………………………………………………………………
　地域に根ざした商店街としていくため、イベントを開催するほか、多古高校生や地域
住民との協働による空き店舗を活用した地域コミュニティの推進を図ります。また、景
観形成の観点から中心商店街の町並み整備や道の駅多古から商店街へと人を呼び込み、
賑わいを創出するような取り組みを支援します。

（２）経営の安定化対策の推進  ……………………………………………………………………
　消費者の多様なニーズへの対応や健全経営を支援するため、各種研修会等により経営
者や後継者の育成を促進します。
　商工会を中心とした関連団体との連携による相談・指導体制の強化や適切な情報提供
等により商店経営を支援します。

■成果指標

■町民が参加できること
・商店街が行うイベントなど活性化の取り組みに積極的に参加します。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

3,930千円3,930千円減少傾向にある商店街の消費に歯止めを
かける。

ハミングカードポイント売
上高
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４．観光の振興
■現況と課題
　本町では、道の駅多古を中心に、栗山川沿いのあじさい遊歩道や四季の花が咲くあじさ
い公園周辺に町内外から多くの人が訪れ、賑わいを見せています。
　道の駅多古では町の特産物の販売が行われており、周辺の豊かな自然との相乗効果によ
り、観光スポットとして定着してきました。本町は歴史的文化資源にも恵まれており、寺
社等への来訪者も増加しています。田植え体験や稲刈り体験ツアーなど町の魅力を活かし
た観光振興が行われています。また、千葉県フィルムコミッションなどと連携して、テレ
ビコマーシャルやドラマなどの撮影を受け入れ、町の知名度の向上に努めており、町民に
とっても町の魅力を再発見する機会となっています。
　しかし、様々な地域資源を結びつける観光ルートがないことや駐車場が不足しているこ
となど、来訪者の受け入れ態勢が十分とはいえない状況です。今後は、道の駅多古を拠点
として町内の地域資源を巡る回遊ルートを設定するなど、観光振興を点から面へ広げるこ
とが必要となっています。また、新たなイベントの企画・運営や文化財の案内など、観光
振興を担う人材の育成も課題です。

 

　単位：千人

資料：観光入込調査

●入り込み観光客数
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■基本方針

■施策の体系

■施策の内容
（１）観光サービスの充実  …………………………………………………………………………
　来訪者のニーズに適切に対応するため、観光サービスの充実を図ります。
　観光資源である歴史的文化資源を案内する町民ボランティアの育成を推進します。

（２）観光資源の発掘  ………………………………………………………………………………
　観光地としての本町の魅力を高めるため、町内の観光資源を回遊するルートの設定を
検討します。
　道の駅多古について、観光振興の中心拠点として拡充を促進します。
　体験型農業など、農業の持つ魅力を観光資源として活用し、本町の魅力を積極的に広
めていきます。

（３）観光宣伝の強化  ………………………………………………………………………………
　町や商工会、道の駅多古のホームページで、観光情報を積極的に発信するほか、バス
の車内や都内の駅構内において多古町をPRする広告を掲出します。
　「あじさい祭り」や「いきいきフェスタ」などの観客参加型のイベントを開催します。
　映画やテレビなどのロケーション撮影を受け入れ、多古町を全国的に発信します。

　町民参加のもとに観光サービスの充実を図り、来訪者が再び訪れたくなるような
サービスの提供に努めるとともに、多様な広報媒体を活用して町の魅力を発信し、来
訪者の増加に努めます。
　道の駅多古を観光拠点とし、町内の地域資源を観光振興に結びつけることにより、
町全体の活性化を図ります。

４　観光の振興

１　観光サービスの充実

２　観光資源の発掘

３　観光宣伝の強化
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■成果指標

■町民が参加できること
・地域の魅力を再確認し、町民同士や来訪者に伝え、広めます。
・町外からの来訪者に対しては、おもてなしの心を持って接します。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

765,000
人

748,963
人来訪者の増加により、町を活性化する。観光入込み客数

735,000
千円

723,500
千円

来訪者ニーズに対応した品揃えにより業
績を上げ、魅力を高める。道の駅多古の売上高

200,000
件

160,833
件

多古町及び道の駅多古ホームページで情
報を発信し、町への関心を高める。

多古町及び道の駅多古ホー
ムページへのアクセス件数
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第５節　みんなで実現するまちづくり

１．協働の基盤づくり
■現況と課題
　本町では、行政計画や施策の立案に際し、町民アンケート調査の実施や審議会・協議会
を開催しているほか、懇談会やワークショップなど、町民が直接参加できる場の充実を図
り、町民と行政の協働の基盤づくりを推進しています。また、町政情報の提供については、
広報紙や町ホームページなどを通じて周知に努めています。
　今後は、行政資料室の設置等を検討し、多様な手段で情報提供・情報開示を推進するこ
とが課題です。
　NPO・ボランティア団体は、地域活性化やスポーツ・文化振興など様々な分野で活発に
活動していますが、団体の育成支援や協働体制の確立が課題です。
　本町は、集落単位で従来から行われている自治活動のほか、地区の清掃活動等が自発的
に実施され、地域コミュニティ活動の定着した町です。しかし、すべての地区において高
齢化が進んでいるため、地域を支える若い世代の確保・育成とコミュニティ活動に若い世
代が参加しやすい仕組みを整えることが課題です。
　男女共同参画については、啓発活動を行っているものの具体的な事業の実施に至ってい
ないのが現状です。今後は、行政と町民の双方の男女共同参画に対する意識を高めるとと
もに、長期的な推進計画を策定して、計画的に推進していくことが課題です。

■基本方針

　町民に町政について関心を持ってもらえるよう、町政に関する情報提供を充実しま
す。また、町政への町民参加を推進し、町民と行政の協働体制を構築します。
　地域コミュニティ活動を促進するとともに、NPOやボランティア団体の育成を支
援し、地域の活性化を図ります。
　男女共同参画に関する啓発活動を推進し、理解促進を図ります。また、男女共同参
画計画の策定を検討し、推進体制を確立します。

平成１８年度は平成１９年１月から３月までのアクセス数より算出 資料：企画財政課
平成２２年度は１０月までのアクセス数より算出

●多古町ホームページアクセス数の推移
平均訪問数／日年間訪問数平均訪問者数／日年間訪問者年　　　次

３３０．９２９，４５１１９０．８１６，９７７平成１８年度
３３３．１１２１，５９９１９７．１７１，９４２平成１９年度
４４６．８１６３，０８８２４２．２８８，４１９平成２０年度
５２３．２１９０，９６４２８６．６１０４，６１７平成２１年度
６３１．０１３５，０３０３２４．８６９，５０３平成２２年度
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■施策の体系

■施策の内容
（１）町民参加の推進  ………………………………………………………………………………
　広報紙や町ホームページなど、多様な媒体を利用し、積極的に町政情報を発信します。
　各種審議会・委員会等による町政への町民参加の機会を拡充するとともに、町民参加
に関する制度を検討し、参加機会の確保に努めます。

（２）NPO・ボランティア団体の育成  ……………………………………………………………
　NPO・ボランティア団体の育成を支援し、活動の場の提供に努めます。

（３）地域コミュニティ活動の促進  ………………………………………………………………
　自治会活動や自発的な地域コミュニティ活動を円滑に行うことができるよう、地域住民
相互の理解の浸透を促進するとともに、活動の場としての集会施設の整備を支援します。

（４）男女共同参画社会の実現  ……………………………………………………………………
　男女共同参画を推進する体制を整えるとともに、男女共同参画計画の策定を検討します。
　男女共同参画の理解促進を図るため、啓発活動を推進します。また、学校や地域にお
いて、男女共同参画について学習する機会の充実を図ります。
　配偶者間等での暴力の被害者に対する相談窓口を設け、支援体制を整備します。

■成果指標

■町民が参加できること
・行政運営やまちづくり活動に関心を持ちます。
・より良い行政運営につながる意見を役場に伝えます。
・職員と一緒に行う活動に積極的に参加します。
・自治会活動や地域で行うコミュニティ活動に積極的に参加します。
・男女共同参画について関心を持ち、正しく理解します。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

15事業11事業町政への町民参加機会を拡充する。町民の意見を取り入れて進
める事業数

10.0%7.1%男女共同参画を推進する。各種会議・委員会等におけ
る女性委員の割合

１　協働の基盤づくり

１　町民参加の推進

２　NPO・ボランティア団体の育成

３　地域コミュニティ活動の促進

４　男女共同参画社会の実現
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２．適切な行政執行体制の確立
■現況と課題
　本町では、多様化、複雑化する行政需要に対応するため、行財政改革プランに基づき行
政機構の見直しや事務事業の統合を実施したほか、電子化の推進により事務の効率化にも
取り組んでいます。
　しかし、新たな行政課題やさらに複雑化する行政需要に対して迅速な対応が難しくなっ
ています。限られた人員で多様な行政課題に対応できるよう、職員の能力開発はもちろん
のこと、職員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、業績を向上させる人材育成型の人事
評価制度の導入が求められています。

■基本方針

■施策の体系

■施策の内容
（１）行政運営の効率化・弾力化  …………………………………………………………………
　行政需要の多様化に対応するため、行政機構の適切な見直しや定員管理の適正化、多
様な任用制度の運用を図ります。

（２）職員の能力開発  ………………………………………………………………………………
　職員の研修制度を体系化するなど計画的な能力開発を促進するとともに、人事評価制
度に対する職員の習熟度を向上させ、評価結果の反映方法等を制度化します。

■成果指標

■町民が参加できること
・窓口サービスの向上につながる意見を役場に伝えます。

　適正な規模の組織体制の確立や事務事業の効率化とともに、職員一人ひとりの意欲
と能力の向上を図ります。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

55人44人職員の能力開発を推進する。１年間に研修を受けた
職員数

5回3回職員の能力開発の場を拡充する。町独自研修の実施数

２　適切な行政執行体制の確立
１　行政運営の効率化・弾力化

２　職員の能力開発
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３．健全な財政運営の推進
■現況と課題
　本町の財政は、歳入、歳出ともに縮小傾向にあります。歳入については、町税が景気後
退に伴って減収するとともに、地方交付税・地方譲与税も減収しており、今後、人口減少
や高齢化が続くことが予想されるため、町税をはじめとする歳入の低迷が懸念されます。
一方、歳出については、人件費削減や地方債の償還が終了したこと、建設事業が縮小した
ことにより、義務的経費、投資的経費ともに減少していますが、扶助費は年々増加傾向に
あり、財政の硬直化を招いています。さらに、社会基盤の整備や少子高齢化対策など、町
民が暮らしやすいまちづくりに必要な財政需要は増加すると予想されます。
　今後は、安定的に財源を確保し、合理的で効率的な財源配分に努めるとともに、町民に
より分かりやすく財政状況を公開していくことが課題です。

 

　単位：百万円

資料：地方財政状況調査表

●歳入・歳出の状況　①歳入
平成２１年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度平成１７年度

区　　　分 構成比
（％）決算額構成比

（％）決算額構成比
（％）決算額構成比

（％）決算額構成比
（％）決算額

 ３１．７２，０５３ ３７．７２，１４３ ３９．６２，１９７ ３８．１２，１４３  ３４．９２，２０２地 方 税

  ６．５  ４２０  ７．７  ４３５  ８．４  ４６６ １１．１  ６２４  ９．３  ５８６地 方 譲 与 税 等

 ２４．２１，５６３ ２３．４１，３２９ ２１．１１，１７２ １９．８１，１１２ ２１．５１，３６１地 方 交 付 税

 ６２．４４，０３６ ６８．８３，９０７ ６９．１３，８３５ ６９．０３，８７９ ６５．７４，１４９（一 般 財 源 計）

  １．３   ８４  １．６   ８９  １．８   ９８  ２．０  １１４  １．７  １１０分担金･負担金

  １．１   ７２  １．２   ６８  １．３   ７３  １．５   ８４  １．４   ８７使用料･手数料

 １２．８  ８２５  ５．２  ２９６  ３．６  １９８  ３．０  １６９  ３．４  ２１５国 庫 支 出 金

  ３．３  ２１５  ３．６  ２０５  ３．４  １８７  ３．５  １９６  ２．９  １８４県 支 出 金

  ０．２   １４  ０．３   １６  ０．２   １２  ０．２   １０  ４．２  ２６６財 産 収 入

  ０．０    １  ０．０    １  ０．０    ２  ０．０    ０  １．５   ９５寄 附 金

  ０．９   ５９  １．０   ５８  ５．９  ３２６  ０．９   ５１ ０．８   ４８繰 入 金

  ７．２  ４６３  ７．５  ４２６  ５．４  ３０１ １０．６  ５９４ ７．５  ４７４繰 越 金

  ５．５  ３５７  ６．０  ３４１  ５．８  ３２１  ５．０  ２８３ ４．５  ２８７諸 収 入

  ５．３  ３４２  ４．８  ２７１  ３．５  １９７  ４．３  ２４０  ６．４  ４０２地 方 債

１００．０６，４６８１００．０５，６７８１００．０５，５５０１００．０５，６２０１００．０６，３１７合　　　計
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■基本方針

■施策の体系

　単位：百万円

資料：地方財政状況調査表

●歳入・歳出の状況　②歳出
平成２１年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度平成１７年度

区　　　分 構成比
（％）決算額構成比

（％）決算額構成比
（％）決算額構成比

（％）決算額構成比
（％）決算額

 ２０．３１，２１５ ２３．１１，２０７ ２５．２１，２９１ ２４．５１，３０１ ２３．６１，３５３人 件 費

 １２．８  ７６４ １５．０  ７８３ １６．８  ８６３ １６．６  ８８２ １５．７  ８９７職 員 給

 １２．７  ７６１ １４．２  ７３９ １５．９  ８１３ １５．３  ８１３ １４．５  ８３２物 件 費

  ２．１  １２５  ２．６  １３４  ２．１  １１０  １．７   ９１  １．６   ９１維 持 補 修 費

  ５．４  ３２２  ６．０  ３１４  ４．８  ２４６  ４．４  ２３３  ４．２  ２４２扶 助 費

 ２５．０１，４９７ ２０．３１，０５９ ２２．７１，１６３ ２１．２１，１２９ １８．２１，０３９補 助 費 等

 １５．９  ９４９ １４．５  ７５７ １０．８  ５５２  ８．８  ４７０ １２．２  ６９９普通建設事業費

  ０．９   ５３  ４．８  ２５１  ２．２  １１１  ２．２  １１８  ５．３  ３０４補助事業費

 １５．０  ８９６  ９．７  ５０６  ８．６  ４４１  ６．６  ３５１  ６．９  ３９５単独事業費

  ０．０    １  ０．０    ０  ０．４   ２０  ０．１    ７  ０．２   １０災害復旧事業費

  ５．８  ３４５  ７．０  ３６７  ７．４  ３８０  ７．９  ４２２  ９．０  ５１５公 債 費

  ２．７  １６０  ０．９   ４５  ０．１    ４  ６．２  ３３０  ７．４  ４２６積 立 費

  ０．８   ４７  ０．７   ３４  ０．６   ３３  ０．６   ３２  ０．７   ４０出資・貸付金等

  ９．３  ５５６ １０．７  ５６０ １０．０  ５１１  ９．２  ４９１  ８．３  ４７６繰 出 金

１００．０５，９７８１００．０５，２１６１００．０５，１２３１００．０５，３１９１００．０５，７２３合　　　計

　単位：百万円

平成１９年度以降の標準財政規模は、臨時財政対策債発行可能額を含む数値となります。　 資料：企画財政課

●財政指数の推移
平成２１年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度平成１７年度区　　　　分

４，１５６４，０３８４，０１６３，９２８３，９１２標 準 財 政 規 模
２，４５２２，６６９２，７７３２，９２０２，６５７標 準 税 収 入 額 等
０．６２６０．６６６０．６６１０．６４９０．６１２財 政 力 指 数
８５．７８９．４９２．６８７．０７９．４経 常 収 支 比 率（％）
 ３．６ ４．７ ５．６ ７．３ ９．３公 債 費 比 率（％）

　健全な財政運営のため、安定的な財源の確保と優先順位を勘案した適正な財源配分
に努めます。

３　健全な財政運営の推進

１　安定的な財源の確保

２　合理的・効率的な財源配分

３　民間活力の導入と財政制度の改善

４　財政内容の公表
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■施策の内容
（１）安定的な財源の確保  …………………………………………………………………………
　税財源の確保を図るとともに、地方交付税等の適正配分の実現を国・県に要請してい
きます。

（２）合理的・効率的な財源配分  …………………………………………………………………
　社会・経済の動向を十分把握した上で、中長期的な展望に基づく財政計画を検討して
いきます。
　事業の費用対効果や優先順位に基づいた財源配分の実現に努めます。

（３）民間活力の導入と財政制度の改善  …………………………………………………………
　公と民の役割分担を見直し、適正な民間活力の導入を推進していきます。

（４）財政内容の公表  ………………………………………………………………………………
　広報紙や町ホームページを活用し、町民に分かりやすい内容で財政状況をお知らせす
るよう努めます。

■成果指標

■町民が参加できること
・町の財政状況に関心を持ちます。

目 標 値現 状 値設定の理由・考え方指　　標　　名

98.0%97.5%税源の確保を図る。町税の徴収率

7.6%8.8%適切な起債計画に基づく財政運営を行う。実質公債費比率

23.1%27.7%世代間負担の公平に配慮した財政運営を
行う。将来負担比率

80.0%85.7%安定的な一般財源の確保と経常経費の削
減を図る。経常収支比率



第３編
第２章

分野別施策

９９

４．広域行政の推進
■現況と課題
　本町では、ごみ処理、火葬、し尿処理、消防、後期高齢者医療保険など町民の生活に密
着した分野で、一部事務組合や広域連合による広域行政を推進し、安定したサービスの維
持・供給に努めています。また、広域的な行政課題に対応するため、周辺市町と連携した
取り組みや各種協議会等にも参加しています。
　一部事務組合は、分野ごとに構成市町が異なり複雑になっていることから、再編が課題
です。また、圏央道やアクセス道路の整備、成田国際空港の機能拡充等によってもたらさ
れる効果を適切に受けとめるため、周辺市町や国・県との連携を強化していくことも課題
です。

■基本方針

■施策の体系

資料：企画財政課

●広域行政の概要
事　　業　　内　　容発足年関連市町村業務形態名　　称

・火葬場及び一般廃棄物（し尿を除く）処理昭和４４年匝瑳市、多古町、
横芝光町一部事務組合匝瑳市ほか二町

環境衛生組合

・市町村圏の振興整備に関する計画の策定及び
その実施のための連絡調整
・関係市町職員の共同採用試験
・関係市町職員の共同研修
・老人福祉センターの設置、管理及び運営
・不燃性廃棄物施設の設置、管理及び運営
・一般廃棄物最終処分場の設置、管理及び運営
・消防業務

昭和４８年
香取市、成田市、
多古町、神崎町、
東庄町

一部事務組合香取広域市町村
圏事務組合

・し尿処理昭和３５年旭市、匝瑳市、多
古町、横芝光町一部事務組合東総衛生組合

・後期高齢者医療制度の事務のうち次のもの
１被保険者の資格の管理
２医療給付に関する事
３保険料の賦課
４保健事業
５その他後期高齢者医療制度の施行

平成１９年県内の全市町村広 域 連 合千葉県後期高齢
者医療広域連合

　広域的な行政需要に対応するため、周辺市町や国・県との連携強化に努めます。

４　広域行政の推進
１　周辺市町との連携強化

２　国・県との連携の推進
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■施策の内容
（１）周辺市町との連携強化  ………………………………………………………………………
　周辺地域の共通課題を解決するため、引き続き周辺市町との連携・協力を強化します。

（２）国・県との連携の推進  ………………………………………………………………………
　圏央道の早期実現や成田国際空港の整備拡充等の広域的な課題に対応するため、国・
県との連携を推進します。

■町民が参加できること
・ごみ処理など広域的に行っている事業について理解を深めます。



資
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資料－１　総合計画策定の経緯
総合計画策定方針決定７月平成２１年
策定委員会

８月３日 　総合計画策定全体計画について説明
　職員アンケート依頼
　分野シート提出依頼
町民まちづくりアンケート発送（１，５００通）８月５日
町民まちづくりアンケート・職員まちづくりアンケート締め切り８月２１日
まちづくりワークショップ参加者募集開始９月１日
総合振興審議会

９月２９日

　策定方針、策定体制
　策定手法全般の流れ
　町民参画手法について
　職員参画手法について
　行政評価導入について
　今後の策定スケジュールについて
まちづくりワークショップ参加者募集締め切り９月２８日
多古高校生と町長の懇談会１０月２８日
第１回まちづくりワークショップ１０月２５日
まちづくり懇談会（多古第二小学校）１１月８日
まちづくり懇談会（久賀小学校）１１月８日
まちづくり懇談会（中村小学校）１１月２２日
まちづくり懇談会（常磐小学校）１１月２２日
まちづくり懇談会（多古町コミュニティプラザ）１１月２６日
第２回まちづくりワークショップ１２月６日
各課ヒアリング実施（～１／７）１２月１５日
第３回まちづくりワークショップ１月３１日平成２２年
広報たこ２月号　町民まちづくりアンケート結果概要掲載２月１日
第４回まちづくりワークショップ３月１４日
第５回まちづくりワークショップ４月１８日
総合計画策定策定作業部会（第１回）（基本理念・まちの将来像）５月１３日
第６回まちづくりワークショップ５月１６日
総合計画策定策定作業部会（第２回）（基本理念・まちの将来像）６月２日
まちづくりワークショップ発表会６月２５日
各課ヒアリング実施（～７／２３）７月１３日
策定委員会（基本構想素案）８月２日 　総合計画（案）について
総合計画策定策定作業部会（第３回）（まちの将来像）８月１１日
策定委員会（まちの将来像）９月２日
総合振興審議会

９月２２日

　基礎調査結果について
　ワークショップ効果について
　基本理念、将来像検討過程と決定内容について
　総合計画（案）について
　今後のスケジュールについて
策定委員会（基本構想素案・基本計画素案）１１月２日
総合振興審議会（諮問）１１月１５日
総合計画策定策定作業部会（第４回）（重点プラン）１１月１９日
総合計画策定策定作業部会（第５回）（重点プラン・成果指標）１１月３０日
総合振興審議会（答申）１２月７日
議会報告（総合計画中間報告）１２月１４日
総合計画策定策定作業部会（第６回）（成果指標・町民が参加できること）１２月２７日
総合計画（素案）に対してパブリックコメント実施（～２／４）１月１４日平成２３年
パブリックコメント結果公表２月１６日
基本構想議決３月１４日
総合振興審議会（実施計画）３月２９日
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資料－２　策定体制
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（１）多古町総合振興審議会
■多古町総合振興審議会設置条例
（設　　置）
第１条　経済情勢に即応した多古町の総合的な発展をはかるため地方自治法（昭和２２年法
律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、多古町総合振興審議会（以下「審議会」
という。）を設置する。

（任　　務）
第２条　審議会は、町長の諮問に応じ、第１条の目的達成のため総合振興計画の策定、調
整及びその実施に関しての調査、審査を行なうものとする。

（組　　織）
第３条　審議会は、委員１５名で組織する。
２　委員は、町長が委嘱又は任命する。
３　委員の任期は、２年とし再任を妨げない。
４　補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）
第４条　審議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
２　会長は、会務を総理し審議会を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

（会　　議）
第５条　審議会は会長が招集し、会長が議長となる。
２　審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
３　審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところに
よる。

（事　　務）
第６条　審議会の事務は、町長の定める機関において処理する。
（委　　任）
第７条　この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は町長が定める。

附　　則
　この条例は、昭和５０年５月１日から施行する。
附　　則（昭和６３年３月１２日条例第２号）
　この条例は、昭和６３年４月１日から施行する。
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■多古町総合振興審議会委員名簿
（平成２３年３月現在）

備　　　　　　考役　　　職　　　名氏　　　名番号

退任議会議長土　井　清　司１

議会議長越　川　幸　昭１

農業協同組合長髙　木　雅　喜２

退任商工会長大　矢　弘　美３

商工会長職務代行者金　子　久　雄３

農業委員会長大三川　　　博４

退任教育委員長越　川　　　正５

退任教育委員長平　山　俊　広５

教育委員長菅　澤　勝　則５

民生委員児童委員協議会会長大　網　　　敦６

女性代表椎　名　美惠子７

退任区長会長平　山　正　明８

区長会長米　本　允　信８

識見を有する者鈴　木　　　勲９

退任工業団地連絡協議会長古　俣　徳　康１０

工業団地連絡協議会長関　口　修　司１０

退任千葉銀行多古支店長堀　井　勇　二１１

千葉銀行多古支店長鈴　木　　　信１１

やる気集団会長農業者代表五木田　　　繁１２

退任　農協園芸部青年部長農業後継者平　山　慎　一１３

　　　農協園芸部青年部長農業後継者小　川　　　晃１３

退任　火曜会会長異業種交流青年会代表押　田　英　雄１４

　　　火曜会会長異業種交流青年会代表安　藤　正　彦１４

商工会女性部長商工業後継者太　田　まさ子１５
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（２）多古町総合計画策定委員会
■多古町総合計画策定委員会設置要綱
（設　　置）
第１条　多古町総合計画の策定に関する重要事項を審議するため、多古町総合計画策定委
員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。

（組　　織）
第２条　策定委員会は副町長、教育長及び各課長、所長、事務局長、事務長の職にある者
をもって構成する。
２　策定委員会に委員長を置き、副町長をもってこれにあてる。
３　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
４　策定委員会に部会を設け、部会員の互選による部会長及び副部会長を置く。
５　部会の種類及び構成は、策定委員会において定める。

（職　　務）
第３条　策定委員会は、次に掲げる事務を行う。
（１）　総合計画に係る基本構想及び基本計画の企画、立案に関すること。
（２）　その他
２　部会は次に掲げる事務を行い、その結果を委員会に提出する。
（１）　総合計画に係る事務事業の調査及び資料の収集並びに作成に関すること。
（２）　総合計画に含まれるべき事務事業の方針及び計画の企画、立案に関すること。
（３）　その他

（会　　議）
第４条　策定委員会は、必要に応じ委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。
２　委員長に事故あるとき又は、委員長が欠けたときは、企画財政課長がその職務を代
理する。
３　策定委員会は、必要に応じ関係職員及び学識経験者等から意見を聴取することがで
きる。

（庶　　務）
第５条　策定委員会の庶務は、企画財政課が行い、部会の庶務は副部会長が行う。
（補　　則）
第６条　この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
別に定める。

附　　則
１　この告示は、平成１０年６月１日から施行する。
２　多古町基本構想、基本計画策定連絡会議設置要綱（昭和５８年８月１日施行）は廃止
する。

附　　則（平成１９年２月１日告示第７号）　
この告示は、平成１９年４月１日から施行する。
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資料－３　多古町総合計画の諮問・答申

（１）多古町総合計画（案）について（諮問）

多 企 第 ７６ 号
平成２２年１１月１５日

 多 古 町 総 合 振 興 審 議 会
会　　長　　鈴　木　　　勲　様

多古町長　　菅　澤　英　毅

多古町総合計画（案）について（諮問）

　多古町総合計画を定めるにあたり、多古町総合振興審議会設置条例第２条の規定により貴審
議会の意見を求めます。



１０８

（２）多古町総合計画（案）について（答申）

平成２２年１２月７日

多古町長　　菅　澤　英　毅　様

多古町総合振興審議会
会　長　　鈴　木　　　勲

多古町総合計画（案）について（答申）

　平成２２年１１月１５日付け、多企第７６号で諮問のあった多古町総合計画（案）について、当審議
会において慎重に審議した結果、その内容は概ね適切なものと認めます。
　なお、本計画の推進にあたっては、次の事項に十分配慮されることを要望します。

１．本計画が広く町民に理解され、町民との共有化を図りながら、事業の実施にあたっては町
民ニーズを的確に把握し、可能な限り町民の意見を取り入れ、町民との協働によりまちづく
りを進められたい。

２．少子・高齢社会が進むなか、定住人口の増加に向けて子育て世代を中心とした施策の推進
やすべての町民が健康で暮らしやすいまちづくりに資する各種施策の推進に努められたい。

３．様々な業種間の連携を促進し、本町の自然と調和した土地利用のもとに新たな雇用の場の
創造に努め、本町の魅力の向上と賑わいの創出に向けた活力ある産業の振興を図られたい。
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資料－４　多古町まちづくりワークショップ

（１）実施経緯

（２）参加者名簿

本町の現況説明第１回平成２１年１０月２５日
課題の整理第２回　　　　１２月６日
まちづくりの方向性の検討第３回平成２２年１月３１日
具体的取組の検討第４回　　　　３月１４日
具体的取組内容の詳細の検討、とりまとめ第５回　　　　４月１８日
具体的取組内容の詳細の検討、とりまとめ第６回　　　　５月１６日
町長、町幹部同席のもと、ワークショップ発表会実施発表会　　　　６月２５日

氏　　　名班
柏　熊　光　昌

Ａグループ

平　山　末　蔵
石　井　佳　代
山　口　　　清
石　田　尚　孝
太　田　まさ子
萩　原　承　平
鈴　木　英　之

Ｂグループ

平　山　さち子
柳　下　雄　一
加　瀬　正　一
秋　山　茂　樹
清　水　智　美
平　山　尭　望
津　島　一　男

Ｃグループ

押　田　　　武
工　藤　し　づ
菅　澤　　　環
大　矢　美　雄
大　矢　弘　美
飯　田　　　茂

（敬称略）
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（３）提案内容
①Ａグループ　提案１

住民が主役の生涯現役まちづくり、「交流」１．方　向　性
町民が主役の声かけ運動２．具体的取組
家庭の日常のあいさつをはじめ、地域内でのあいさつも活性化し、元気なまちづくりムードを
高める。また、来訪者に対してもあいさつをすることで、元気な多古町をアピールする。３．目的・概要

身近な場で挨拶を心がける。家族どうしでももちろ
ん挨拶励行。

町を上げて取り組む

町　　　民

４．役 割 分 担 職場での挨拶を励行する。職場の活性化にもつなが
る。企業・団体

役場内で、職員同士だけでなく来庁者にも積極的に
挨拶励行。行　　　政

平成２３年度から５．実 施 時 期
・のぼりを作る（人の集まる場所に）。
・声かけ運動期間を設ける（声かけ運動週間を設けるなど）。
・区長さんに地域に広めてもらう。
・広報でＰＲする。
・学校にも協力してもらう（こどもの日前後など）。
・定着までに時間がかかる。
・地域の団体の会合でもＰＲし、協力を促す。

６．課　　　題

「多古町の人って、なんか元気があるな」と思われるまちづくりにつながる。
「多古町って、なんて感じの良い町でしょう」と思われるまちづくりにつながる。
挨拶が癖になってやめられなくなる（習慣化する）ことで、町全体が活気づく。

７．効　　　果

住民が主役の生涯現役まちづくり「高齢化社会への対応」１．方　向　性
シルバー支援課の設置「頭と身体を使って“寝たきり老人ゼロ宣言”」２．具体的取組
・少子高齢化や多古町の人口構成を考えると、高齢者支援は必須である。シルバー世代の活
躍の場を作り、高齢者が元気に生活できるまちづくりをする。
・「人材発見ネットワーク」を構築し、新規に設置するシルバー支援課を担当課として高齢者の
活躍の場のコーディネートを図る。

＜具体例＞
・高齢者を中心に、昔の生活に密着した行事を掘り起こし、若い世代と再体験することを通し
て、伝統文化の継承と世代間交流を図る（ならし団子、わら細工、馬など）。
・昔の多古町の様子や戦争体験など、高齢者の実体験を聞く場を設け、子どもたちの学習の
機会とする。

３．目的・概要

得意分野（昔の多古の話、行事の実施手法、趣味、特
技など何でも可）を人材発見ネットワークに登録する。
或いは高齢者の登録を手伝う（促す）。

元気な高齢者全員

町　　　民

４．役 割 分 担 登録人材を様々な場で活用していくことを心がける
（先ず人材発見ネットワークに照会する）。企業・団体

シルバー支援課を設置し、人材登録の管理と活躍の
場のコーディネートを担う。行　　　政

平成２３年度（目標）５．実 施 時 期
個人情報の管理。登録者はそれぞれ公表内容を指示することとする。役場を通して手続きす
るか、個人同士にするか、あらかじめ決める必要あり。役場を通すことで、信頼度が高まる。６．課　　　題

人材ネットワークとシルバー人材センターとの違いは、あくまでボランティアであること。シル
バー人材センターとは違った役割を担うこととしたい。７．効　　　果

②Ａグループ　提案２
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③Ｂグループ　提案１
特徴あるまちづくりを１．方　向　性
多古町の魅力再発見と美しいまちなみづくり２．具体的取組
【再発見】
○多古町には「美味しいもの・美しい景観」がたくさんある→都会から見れば「魅力」
　→多古町の魅力を町民自身が知らない→身近で心豊かな暮らしが出来るのにもったいない！
○多古町の魅力が外部（都市住民等）に情報発信されていない→効果的にＰＲされていない
→産直にしても単品ではなく、複数取り混ぜてＰＲすべき
○町民が認識・ＰＲすべき「多古の魅力」は何か？→魅力となる「地域資源」は何か？
　→効果的な「情報発信・ＰＲ方法」は何か？
●町民が「多古町の魅力」を再発見する場を設ける→集まって議論する（例：ワークショップ）
●多古町の魅力を情報発信、ＰＲする方法を検討する
●多古の魅力をよく知る人を「ボランティアガイド」として育成し、組織化し、活用する
【美しい町なみづくり】
●外に向かって自信を持って紹介できる「美しい場」をつくる（そぞろ歩ける景観・雰囲気がよい）
　→町内各地区で「ここをきれいにしたら素晴らしい場所になる」という場所・スポットを特定する
　→その場所・スポットを美化する（地区住民全員）→このようなスポットを町内のあちこちに作る
　⇒「ガイドマップ」として取りまとめる＆「コース作り」と「見る・楽しむポイントを解説」する（ガ
イド）

３．目的・概要

・各地区の魅力を探し、美化・活用方法を提案する
・情報発信、ＰＲ方法の提案
・ボランティアガイドとして参画

・各地区でのスポット探
し、特定
・美化の方法を検討
・美化活動
・ガイドマップ、コースづ
くり（地元町民と協働）

町　　　民

４．役 割 分 担 ・各地区から提案をつめる
・ワークショップ等、検討の場を設ける（とりまとめ）
・ボランティアガイドの募集・組織化
・情報発信、ＰＲの実現化

行　　　政

すぐにでも可能５．実 施 時 期
・各地区の住民の意識のもり上げ
・各地区で中心となってリードする人材
・全体のとりまとめ、調整
・ボランティアガイドの組織、活用

６．課　　　題

特徴あるまちづくりを１．方　向　性
特色ある教育・個人の才能を伸ばす教育２．具体的取組
★「不登校０、農業教育日本一、音楽教育日本一、ゴルフ教育日本一」を目指す！
①町内すべての小中学校を「不登校“０”」にする
　→現場の管理者、子育て経験者で自ら参加意思のある人を募り、ボランティア組織化
②「多古高校の素晴らしさ」、「農学校としての地位」、「農業教育」を見直す
　→農業を職業として選んでもらえるように！⇒県下一の農業高校に！
③「多古中ゴルフ部」のレベルアップ
　→「多古の教育の素晴らしさ」（心と体）をＰＲ⇒都市住民をひきつける
④小学校の「英語教育」の充実
　→英語のできるボランティアをそろえる
⑤教育面での他地域との「差別化」
　→文化ホール、音楽ホール（質が高い）を活かす⇒プロを呼ぶ⇒住まい＝空家・多古台活用

３．目的・概要

英語教育→町民に英
語の出来る人が何人か
いる→ボランティアとし
て参画

①現場の管理者や子育て経験者を募る⇒ボランティア
参画⇒ネットワーク化・組織化
②「多古やる気集団」、多古の「プロ農家」が指導者と
して関わる⇒組織化
③用具提供、指導、活動の補助、支援、労力の提供

町　　　民

４．役 割 分 担
やる気のある人を教壇
に立てるように調整、
積極活用
ボランティア教師の組
織化・ネットワーク化

①学校とのパイプ、調整役（教育委員会は主体的に関
わる）⇒組織化支援、情報提供、活動の場をつくる

②外部指導者の導入・調整＆教育カリキュラム等の見
直し⇒組織化支援、情報提供、活動の場をつくる
③情報発信、各種調整、空家の仲介

行　　　政

すぐにでも取組み可能５．実 施 時 期
人材発掘、組織化、活動の場づくり（当初は行政主導）
学校や家主との権利調整６．課　　　題

④Ｂグループ　提案２
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⑤Ｂグループ　提案３
若い世代が安心して働ける子育て支援のまち１．方　向　性
いなかの頼れる“おせっかいさん”登録制度
～ボランティアの登録制度と総合的な多世代がなごやかに集う居場所づくり～２．具体的取組

【課　題】
○共働きの子育て世代にとって仕事と育児の両立（仕事をしながら子育てをする環境）が大き
な課題
○核家族の専業主婦も育児の悩みを持っている
【対　応】
●子どもの預かり機能の充実に加え、これを支援するスタッフを充実させ、地域でこのような
人たちを支えるしくみづくりを行う
①経験豊かな町民（人生の先輩）が自らの経験を子育て世代に役立てるため、自らの意思で登
録する
②要請・依頼に基づき個別に相談にのったり、面倒をみたりする
③広報でＰＲする他ホームページで登録情報（してあげられること）と相談・依頼情報をマッチ
ング
④これらにより「子育ての若い世代が安心して住めるまち」を目指す
　⇒安心して子育てできるまち⇒よいイメージづくり⇒人口増加へ

３．目的・概要

子育てママの支援（相談にのる／具体的な支援、サ
ポート（預りなど））
支援メニューづくり（行政と協働）

趣旨に賛同する町民。
温かい心をもつ人なら
誰でも可。

町　　　民

４．役 割 分 担 事業への支援（間接的に企業にもメリットあり）企業・団体
ボランティア研修、コーディネーターの養成
町民への情報発信・ＰＲ、支援メニューづくり（町民と
協働）、施設の確保（サービス拠点の確保～空家・空
店舗）

行　　　政

すぐ。計画すぐ⇒１年後には実現・スタート５．実 施 時 期
・支援は、各家庭の実情に合わせて行う必要があり、個人情報の守秘、信頼関係を大切にす
ること
・各家庭のニーズに合わせた支援を実施するには、コーディネーターや支援者団体のネット
ワークづくりが必要。
※事務局をどうするか？⇒当初、行政と町民（有志）の協働　⇒町民の一人立ちへ（NPO設立）

６．課　　　題

・町ぐるみで子育てに関心を持ち、支援することで、子育てママや家庭にゆとりが生まれ、児
童虐待を防ぐ効果もある
・将来的にはNPOを設立し、自主運営を目指す
・保育園・幼稚園の先生方に研修会を行い、安心して活動できるようにする
・「あそこへ行けば誰かいる、あそこへ行けば安心できる、あそこへ行けば楽しい」
　～こんな施設、居場所、拠点をつくる⇒子育て世代が増える可能性大⇒人口増加も期待

７．効　　　果
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⑥Ｂグループ　提案４
農業を核とした地場産業、働く場のあるまちづくり１．方　向　性
多古農業大学（仮称）への取組２．具体的取組
●「農業体験・生産者とのふれあい」を通して「都市住民との交流」や「地元小中学生・高校生の
食農教育」を行う取組（しくみ）を総称して「多古農業大学」（仮称）と呼ぶ。

①農業体験を通して地元の子どもたちを教育（社会科・総合学習、食農教育）⇒農業を通して
地域のこと、生命の大切さ、環境を学ぶ
②不登校児童や障がいを持った方も参加（将来⇒障がい者の働く場づくり）
③教授＝農家・生産者、スタッフ＝町民、授業＝体験、学園祭＝あじさい祭り
④学校・拠点＝空家・空教室、フィールド＝農地（現場）、販売拠点＝道の駅／商店街空店舗
⑤ここをベースに特産品、郷土料理を開発・提供、観光との連携も図る（経済効果を生む）
⑥授業の様子などを情報発信＝多古町の魅力ＰＲ

３．目的・概要

農家＝教授・インストラクター、町民＝スタッフ・助教授
農業者、賛同する町民
＊障害をもった人の親
や関係者も巻込む

町　　　民

４．役 割 分 担
協賛者・援護者、資金提供、資材・機材の提供（ＰＲさ
せる）企業・団体

農家（農地手当て）の権利調整・仲介、情報発信ＰＲ、
若干の補助行　　　政

企画・計画＝すぐにでも５．実 施 時 期
・事務局をどこが担うか、軌道に乗るまでをどうするか？
・農家、農地はあるか？空家、空店舗はあるか？⇒小さくても、まず、始めることが重要。
＊交流・レクリエーション的な側面と本物の側面を併せ持つ（都市住民に本物を提供）

６．課　　　題

・農家だけではなく、その支援体制（町民のかかわりの仕組み）づくり
・手始めに地元多古高校生を受け入れる（留学生）
・姉妹都市、企業、大学と連携⇒持続する（資金）仕組みづくり
・学生（都市住民）のリピーター化（多古町ファンクラブ）

７．効　　　果

環境１．方　向　性
森林の荒廃対策２．具体的取組
杉林を中心とした森林荒廃を所有者と町民が力を合わせて整備する。所有者のやる気を出さ
せるため、どのくらいのコストで整備が可能かモデル地区を設けて検討する。ノウハウは森林
組合の協力を求める。整備の際、町民の有志の手も借りる。

３．目的・概要

所有者：コスト負担、町民：ボランティア参加
森林の所有者
町民の有志

町　　　民
４．役 割 分 担 森林組合：ノウハウの提供企業・団体

コーディネーター役行　　　政
なるべく早い時期に取りかかる５．実 施 時 期
まず所有者の意識改革が必要。所有者がやる気にならないと実施は難しい。
コスト負担と、収入対策（間伐材の販売：チップ化等）。
町外の所有者が多くなってきている。

６．課　　　題

⑧Ｃグループ　提案２

環境１．方　向　性
栗山川を中心として、それに続く田んぼ、里山を大切にして、多くの人に来てもらう２．具体的取組
栗山川とその周辺を多古町のシンボルとして、多くの人を呼べるようなフィールドにしていく。
そのためには、ハード整備とそれを指導する専門家の養成が必要３．目的・概要

専門指導員の指示に基づきサポートを行う専門指導員（応募・育
成）＋　サポート体制
（町民・団体）

町　　　民
４．役 割 分 担 企業・団体

コーディネーターの役割行　　　政
もう遅きに失している。今すぐ取りかかる。５．実 施 時 期
・自然観察体制の確立
・町民の意識改革（専門知識に裏打ちされた、新しい発想を受け入れる）６．課　　　題

・地道な努力が必要
・科学的な成果報告（達成度の評価）⇒環境白書、環境教育教材７．効　　　果

⑦Ｃグループ　提案１
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⑨Ｃグループ　提案３
政治１．方　向　性
学・官・民の連携・協働　広域ネットワークのあり方２．具体的取組
現代社会の複雑化（専門化・多様化・高度化）に対応し貢献できるように、広い視野と見識を養
う。透明性と情報公開が不可欠３．目的・概要

○○問題研究会。問題意識を持った
住民主導で動き出す。メンバーは「在
住」だけでなく、在勤、在学、外国籍も
含めて

分野別とか、タテ割り分担ではなく、
全者を連動するプロジェクトを立ち上
げる方式で。特に大学や高校など専
門家を交えることが大事

町　　　民
４．役 割 分 担 企業・団体

行　　　政
役割ごとの実践内容から、喫緊の課題の優先順位を決めて５．実 施 時 期
・「法」の順守の徹底、その啓発の推進
・行政資料室の設置
・依存的体質（おまかせする）の打破

６．課　　　題

・地方分権となると国・県・町は対等。それに対応できるノウハウ、リーダーシップが得られるか
・若い世代の積極的な参加と行動力７．効　　　果

⑩Ｃグループ　提案４
政治１．方　向　性
やすらぎと静かにおだやかに暮せるまちづくり２．具体的取組
地方分権の時代は町だから、国や県や周辺の市まかせにするのではなく、自立能力が伴わな
ければならない。今のままではあまりに「地域エゴ」が強い。虫がよすぎるのではないか。３．目的・概要

町の現状、問題点の洗い出し、勉強、
実践人まかせにするのではなく、町民全体

が自己責任で何が出来るか、何をしな
ければならないか、何をしてはいけな
いかを勉強し、ワークショップでプロ
ジェクトを立ち上げる。

町　　　民

４．役 割 分 担 大学などの有識者に専門的なアドバイ
スをもらう企業・団体

広域的な役割を負担する行　　　政
今のこの町の現実を洗い出すことから５．実 施 時 期
・危機感の欠如。閉鎖的、依存的体質の改善。
・自明“多古の常識”を疑う
・達成度の検証

６．課　　　題

行政のお世話になりっぱなしでなく、これからの多古町で何が分担できるか、役に立てるかを
考えること７．効　　　果



発　 行　 日：平成２３年３月
発　　　　行：多古町
企画・編集：多古町企画財政課
　　　　　　　〒２８９−２２９２　千葉県香取郡多古町多古５８４番地
電 話 番 号：0479－76－2611
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